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平成２６年第２回豊能町議会定例会会議録（第３号） 

 

年 月 日 平成２６年６月１１日（水） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １４名 

       １番 野村 剛志      ２番 管野英美子 

       ３番 永谷 幸弘      ４番 橋本 謙司 

       ５番 井川 佳子      ６番 高橋 充德 

       ７番 岩城 重義      ８番 小寺 正人 

       ９番 永並  啓     １０番 竹谷  勝 

      １１番 福岡 邦彬     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  田中 龍一      副 町 長  中井 勝次 

教 育 長  石塚 謙二      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  石田  望 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  今中 泰行 

消 防 長  高田 龍二      会 計 管 理 者  川上 和博 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  乾  利昭      書 記  杉田 庄司 

書 記  増田  稔 



 

 3－2 

議 事 日 程 

平成２６年６月１１日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３２分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１３名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  先日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して、質問を

行ってください。 

  日本維新の会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  野村剛志議員を指名いたします。 

  野村剛志議員から一般質問の通告は出て

おりますが、本席に出席されておりません

ので、次に進めます。 

  以上で、日本維新の会の一般質問を終わ

ります。 

  次に、新風会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  皆さん、おはようございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、一

般質問をさせていただきます。議員になっ

て３回目の質問です。過去２回、なかなか

時間配分が難しいなと思いました。どうぞ

理事者の皆様、わかりやすい御答弁をよろ

しくお願いいたします。 

  それでは初めに、第６期に向けての介護

保険制度についてお尋ねします。 

  昨年１２月、豊能町議会でも、要支援者

に対する介護サービスの継続を求める意見

書を採択したところですが、医療、介護総

合推進法案が衆議院本会議で可決され、今

国会の成立が確実となりました。要介護度

が低い人向けのサービスの一部を市町村に

移す介護保険の見直しであります。ちょう

ど一般質問の通告書を書いているときに、

６月の福祉教育消防常任委員会で、介護や

認知症の問題を学習させていただきました。

また、３月議会では、ＮＰＯや有償ボラン

ティアの活用などと答弁されておりますが、

大変不安を感じております。 

  さて、きのうの高尾議員の質問の続きに

なるんですけれど、豊能町の現在の要支援

１・２の人数を教えてください。昨日、３

８７名、要介護者７７１名と回答がありま

したが、１・２それぞれの人数を教えてく

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  落ちついてお答えさせていただきます。

昨日も申し上げましたが、平成２６年３月

末での要支援１・２につきましては３８７

人で、要介護度１から５につきましては７

７１人でございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  １・２それぞれの人数は出ていませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  その区別の数字につきましては、今、手

元にございませんので、後ほど報告させて

ください。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  現在、要支援１・２の方は、現在の要介

護認定の要介護や要支援でもない非該当と

同じサービスを受けることになるわけです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  要支援を外れた非該当の方は、介護保険

のサービスの中でも地域支援事業のほうに

なります。要支援の方は、予防給付という

事業の範疇に入ります。要介護の方は、介

護給付の事業の範疇に入ります。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  では、来年度からの新しい制度の中では、

要支援１・２の方は、今の非該当者と同じ

サービスを受けるということですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほどの区別が、私、手元に資料がない

ということで待っていただきましたが、要

支援１の方は２０１人で、要支援２の方は

１８３人でございます。 

  それで、御質問の件ですが、ごめんなさ

い。もう一度質問をお願いできますでしょ

うか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  来年度からの新しい制度では、要支援

１・２の方は、現在の非該当者と同じよう

なサービスを受けるということですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  まず、お答えいたします。 

  来年度からのといいますか、平成２７年

度、平成２８年度、平成２９年度までは移

行期となっておりまして、来年度からでは

なくて、本格的には平成３０年度、試行で

は平成２９年度から新制度に移行されると

いうことでございますので、来年度からで

はございません。 

  それと、要支援１・２の方のサービスの

うち、今までは予防給付の範疇の中に入る

と、先ほどお答えいたしましたが、その予

防給付のうちのヘルプサービスとデイサー

ビス、詳しくは訪問介護サービスと通所介

護サービスですが、この部分が地域支援事

業費の範疇のほうに、先ほど申し上げた介

護の非該当の方のサービスの範疇に入る、

そのような制度移行があるということでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  今回の制度改正で、要支援１・２の対象

者を、訪問介護、通所介護を利用していた

方々への対応が極めて重要な課題となると

思うんですが、確かに家事援助や見守りな

ど、専門職によるサービスを必要とされて

いない人たちもたくさんおられると思いま

す。家事など、ＮＰＯや有償ボランティア

の活用などに支援を担ってもらうというこ

とになるわけですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 
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  お答えいたします。 

  議員御指摘の家事援助と申しますか、掃

除、洗濯、買い物、これはアンケートの結

果によりますと、比較的ニーズが高いとい

いますか、お願いしたいというアンケート

の結果が出ております。この方々は、この

介護サービスというよりも、介護支援専門

員の資格がなくても、ない方でも、サービ

スを提供することができるということです。

正式のヘルパーさんでなくても、掃除、洗

濯、買い物ならばできるということでござ

いますので、新制度移行する際に厚生労働

省は市町村に対して人材育成を、また都道

府県にはその制度移行に際して市町村支援

の積極的な実施を要請しております。その

期間が２年ないし３年あるということでご

ざいますので、私どもはシルバー人材を含

めた人材の育成に努めてまいりたい、その

ような制度を整えてまいりたい、その移行

期間が二、三年ということでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  準備状況に合わせて、平成２７年度から

３年以内に完了ということなんですが、こ

の先さらに介護保険の財政はもっと厳しく

なると思っているんです。心配なのは、こ

の支援を担ってくださる方がシルバー世代

だと、先日の学習会でも伺いました。この

ＮＰＯや有償ボランティアがずっと続けて

いけるのか、私は小学校の学校支援事業で

サポーターというボランティアの方々に学

校を助けてもらっていましたが、有償・無

償を問わず、そう簡単にボランティアなん

て集まらないと思っているんです。ボラン

ティアの方々は責任を持って仕事をやって

くださっていますが、こんなことを手伝っ

てくださいといって１０人ぐらいの方にお

手紙を差し上げても、二、三人しか集まら

ないことがありました。いつでもできる、

行けるときだけでいいというのがボランテ

ィアだと思うんですね。これでは予防介護

ができないと心配しています。この二、三

年でそのことを確立できるのか、ちょっと

心配しているんですが、大丈夫でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  議員御指摘のことは、私どものほうも危

惧しております。説明が長くなりますが、

高齢化率は豊能町では３４％、３人に１人

が６５歳以上、ましてやときわ台、光風台

は４０％を超えております。東地区では５

０％に迫る地区もございます。そして働き

盛りの壮年期の方は、御承知のとおり、豊

能町の人口からは減っております。そうし

たときに人材育成と厚労省は言われても、

私どものほうの、本当に、働き盛りの方が

少ないわけですから、結局のところは議員

御指摘の、元気な高齢者が支援の必要な高

齢者を世話していただくといいますか、ケ

アしていただくと、そういうふうな筋書き

しかないのかなと。そうしたときに、有償

ボランティアではなかなか難しいといいま

すか、結局有償にならざるを得ないといい

ますか、単純なボランティアで、その善意

だけでは無理なのかなと。そういう仕組み

が必要なのかなというふうに考えておりま

す。そうしたときに、介護保険の範疇では、

１時間当たり、例えば千五、六百円になる

かもしれませんが、シルバー人材の場合に

は、今、九百二、三十円、もう少し上がり

まして1,１００円程度になるのかもしれま

せんけれども、そういった報酬で、もしも

買い物なり掃除洗濯ができるのならば、そ
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ちらのほうが今後、財政的にも有効に活用

といいますか、できるのではないかなとい

うことを考えております。本当にうまくい

くかどうかは、私、わかりませんけれども、

先ほど申し上げた豊能町の人口構成の前提

がそうであるならば、私どものほうは二、

三年かけてそのような制度の形成に努めた

い。大変、自信があるかと言われたならば、

私どものほうも重い課題とは思っておりま

すが、十分に答えることはできないかもし

れませんけれども、そちらの方向で努力を

したいと考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  一つ提案があるんですけれど、私の周り

の中の若いお母さんたちなんですけど、子

どもが小学生に上がって、ちょっと働きた

いなと思っている人がいるんですね。アル

バイトを探しても、土日も出てほしいと言

われたり、交通費は全額出せないと言って

３０分や１時間、ただ働きしてはる人も中

にはいらっしゃいます。それなら地域で住

宅のチラシや情報誌を配布したりしている

人が何人かいます。こういう人たちはやっ

てくれないかなと思っているんです。皆さ

ん主婦ですから、家事は大丈夫だと思うん

ですね。こんな淡い期待も持っていってる

んです。この人たちを集めるとか、この二、

三年でそういうシステムを構築されてはい

かがかなと思うんですが、どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  大変重要な提案だと、私どもは受けとめ

ました。高齢者が高齢者を見る、その筋書

きはそのままに、また若いお母さん方にも

活躍できる場が提供できるならば、またし

ていただかなければ乗り越えられないと思

いますので、それにつきましては検討させ

ていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  この改革は医療から介護へ、また特別養

護老人ホームの入所対象者を原則要介護３

以上とするという、施設から在宅への方向

を踏まえた改革のようなので、社会保障の

考え方として、公的サービスに頼る前に地

域の互助の推進や、共助そしてそれでも対

応できないときは公助にと、団塊の世代と

言われている皆さんが後期高齢者になる平

成３７年、２０２５年に向けて、地域包括

ケアシステムの完成を目指さないといけな

いと思っています。今回の改正でも、平成

２９年までとまだ少し時間があります。地

域全体で考えていかなければならないと思

っています。きのうは西岡議員が、協働の

仕組みづくりをしていかないといけないと

おっしゃいました。私も行政と対峙するだ

けでなく、一緒になって考えていきたいと

思っています。 

  それでは、包括支援センターについてお

伺いします。 

  議会報告会のときに、包括支援センター

はおおむね中学校区に１つが望ましいので

すが、現在の保健福祉センターの１カ所で

十分にケアができるのかという質問がござ

いました。先日の常任委員会でも、職員が

保健師、ケアマネ、社会福祉士、それぞれ

２名ずつの６名と伺い、高齢化の推進や相

談件数が年間２００件を上回っている状態

で、この体制でやっていけるんでしょうか。

お尋ねします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（木田正裕君） 

  本町の地域包括支援センターは、平成１

８年度の介護保険法改正に基づきまして、

１カ所設置しております。御指摘のとおり、

１カ所設置しております。また、高齢者が

安心して、住みなれた地域で生活が続けら

れるよう、虚弱な方から重度の介護が必要

な方まで、地域に根差した住民の総合相談

窓口として、東西１カ所ずつ、合計２カ所

の在宅介護支援センターを設置しておりま

す。また、在宅介護支援センターは、夜間

や休日の緊急相談などに対応しております。

御指摘のとおり、相談件数は、平成２５年

度で２０２件ありました。増加はもとより、

複雑な相談ケースも予想されます。その状

況に対応するため、今後につきましても、

二つの在宅介護支援センターとの連携を強

化することにより、現在の人数でも対応可

能と考えております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  この後、認知症についてもお尋ねするん

ですけれど、ぜひ充実した包括支援センタ

ーでありますようにお願いしておきます。 

  それでは、認知症についてお尋ねします。 

  認知症は、さまざまな原因で脳の働きが

衰えるもので、誰にでも起こり得る病気で

す。ＮＨＫの報道では、認知症の行方不明

について、２０１２年で9,６０７人にのぼ

り、うち３５１人が死亡、２０８名が２０

１２年末現在でも行方不明のままという実

態があります。先日、新聞報道では、２０

１３年度は１万３２２人、所在不明が１５

１名という報道もありました。厚生労働省

の研究班によりますと、国内の認知症の高

齢者は、２０１２年の時点で４６２万人、

高齢者の１５％に達すると推測されていま

す。また、認知症の予備軍とされる軽度認

知障害の高齢者は４００万人にのぼると推

計され、国内の認知症とその予備軍の高齢

者は合わせて８６０万人余り、高齢者の４

人に１人にのぼっています。高齢化が進む

につれて、今後も認知症の高齢者はふえ続

けると予想されていて、この認知症の行方

不明のことは、さらに深刻な問題になると

見られています。 

  そこでお尋ねします。豊能町の認知症と

診断されている方は、どのくらいおられま

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  日常生活に介護が必要な認知症の方の人

数というのは、正確には把握できないので

す。介護認定の中の痴呆の人数と、これは

把握できます。それですので、豊能町では、

平成２６年３月末の介護認定者は1,１１７

人、そのうち５６０人が認知症高齢者の方

であるということでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  約半分ということで、随分多いなって感

じています。町では、警察の人に送っても

らったとか、たまに伺ったことがあるんで

すが、こうした徘徊を含め、認知症対策を

どのようにされていますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  本町といたしましても、認知症であって

も自宅で閉じこもりがちにならないよう、

地域の皆さんに認知症の理解を深めていた
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だき、安全に外出ができるようなまちづく

りに努めて、また取り組んでおります。そ

の取り組みとして、認知症の方々への地域

での見守りや声かけが日常的に行えるよう

にするために、認知症サポーターの養成を

行っております。本町にお住まいの皆様は

もとより、住民の方はもとより、町内の商

店や小学校でも養成講座を実施しておりま

す。また、行方不明になった方をいち早く

発見できるよう仕組みづくりを行うため、

今後は豊能町と近隣市町との広域な取り組

みも考えてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  認知症サポーターについてお話をされま

したので、先にそちらの質問をします。 

  スーパーの職員や、小学校や老人会など

にもキャラバンメイトさんが精力的に研修

を開催されて、現在、７００名のサポータ

ーがいると伺っています。町の職員はどの

程度講座を受けられておりますか。何人い

らっしゃいますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午前９時５５分 休憩） 

（午前９時５７分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  町職員の認知症サポーターは６０名。そ

のうちの２０名は教職員、あとの４０名は

一般職員ということでございます。失礼い

たしました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  大変少ないと思ってるんですね。阪急オ

アシスが６５名なんです。足し算しちゃい

ましたけど、少ないと思いませんか。全員

がこのオレンジリングをつけてほしいと思

いますけれど、どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  ６０名が少ないか多いかという質問に対

しては、私、わからないのですけれども、

今後、職員に認知症の理解を深めるために、

業務に支障のない限り、そういうサポータ

ーの講座には受けていただきたいなと考え

ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  私もキャラバンメイトさんに誘われて研

修に伺ったんですけれど、やっぱり口コミ

とか、おいでとか、ちょっと行かないと敷

居が高いなと思うんですね。認知症の方の

お世話をするのかなと思って、最初はちょ

っとちゅうちょしてたことがあるんです。

ですから、まちじゅうにこのオレンジリン

グをしている人が歩いていたら認知症の家

族の方も安心だと、通信にも載ってあった

ので、ぜひＰＲを、もっともっとしてほし

いと思っています。 

  ちょっと質問に戻りますが、認知症の方

が財産をとられたり、物を買わせたり、悪

徳商法などの被害はありますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 
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  平成２５年度、消費生活相談の件数が１

１４件、相談内容につきましては多様であ

り、その全てが悪徳商法というわけではあ

りませんが、インターネット通信や迷惑メ

ールが最近多くなっております。健康食品

の送りつけ、リフォーム関係や設備改修な

どの相談が多く寄せられ、平成２４年度に

比べ１６％の増加をいたしております。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○建設環境部長（石田 望君） 

  これ、相談は、今言いました１１４件ご

ざいまして、その中で認知症とかいう形で

の仕分けはできておりません。その相手さ

んが認知症によってその問題になったのか

どうかということはわかっておりませんの

で、認知症での件数というものは、ちょっ

と把握しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  福祉のほうも把握はされていないんです

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  包括のほうで数字を把握しているかもし

れませんけれども、今、私の手元にはその

数字を持っておりませんので、また調べさ

せていただきます。後ほどまた報告させて

いただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  その対策の一つとして、成年後見人制度

というのがあります。この制度を町はどの

ように考えておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  包括支援センターなどで相談があって、

現場を、実際の現状を見た結果、成年後見

人が必要であるならば、そちらのほうの制

度に移行していくということでございます。 

  以上です。 

  先ほどの、悪徳商法のうちの認知症にか

かわる件数は幾らあるかということでござ

いますが、把握できておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ここに、ＮＰＯ法人の報告書があるんで

すけれど、申し立ての検討期間についての

調査で、残念ながら豊能町は、府内４３市

町村で唯一、設置規定や実績もなしとある

んです。これに対してどのように思われま

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  大変重要な御指摘をいただいたと考えて

おりますので、今後また現場のほうにもそ

の旨、また指示してまいります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  この報告書の中には、市町村の職員や外

部委員として、社協の事務局長や地域包括

支援センターの方などの申し立ての検討委

員となられています。先日、常任委員会で

いただいた資料には、この後見人制度につ

いて、昨年２件の相談が入っています。豊

能町も検討する時期に来ていると思うんで

すが、いかがですか。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど申し上げたとおり、そのような時

期に来ているのではないかと考えておりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  では、また検討結果を伺いたいと思いま

す。議会でまた質問させていただきます。 

  続いて、インターネットに潜む危険につ

いて、ネットの被害について、時折子ども

たちのトラブルが私の耳に入ってきますが、

教育委員会ではどのように把握されていま

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  教育委員会では、携帯電話それからスマ

ートフォン、特に急速にスマートフォンが

普及しているというところで、所持率とい

うか所持割合、中学３年生で、全国学力・

学習状況調査で問いかけしておりまして、

平成１９年では４割、それから平成２５年、

昨年実施したとこでは６割ということで、

普及が広まっております。特に豊能町では、

インターネットの利用によって犯罪等に巻

き込まれたという事例は、特に豊能町では

聞かれてないんですけれども、メール等の

通信によって、やっぱり離れた地域の方と

知り合いになったとか、そういった事例は

今現在聞かれているところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  吉川中学校の校長先生が入学式の挨拶の

ときに、生徒がこれから勉強しようとする

ときに親がテレビをつけっ放しで携帯を使

っていたら、子どもはどんな気持ちになる

のでしょうか。なぜ自分だけががまんしな

くてはならないのかと不条理な思いをする

のは当然であります。生徒がみずから抑制

できるように導いてやることが大切であり

ます。ネット依存症になる前に、親が言う

前に、親がやってみせてやること、背中で

見せることが重要でありますと、熱く語ら

れました。おうちで買った携帯やゲーム機

を、学校が使い方を教えるというのは筋違

いかもしれませんが、ときにいじめの温床

にもなるわけです。この先、子どもたちに

どのように危険について教えていかれます

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  先ほど申しましたように、急速に進んで

いるということで、これまでの携帯電話レ

ベルでの知識では、とてもじゃないけど危

険性についての対応というのは広まってな

いと判断しておりまして、今まで行ってい

たインターネットの利用のモラルの学習だ

けでは足らないということで、大人が責任

を持って教育をしていくという観点で、ま

ずは学校管理職を対象に、３月に情報提供

させていただいたところで、学校長そうい

うふうに認識していただいたところだと思

います。さらに教職員には、特に若い先生

方にも認識していただきたいと思いまして、

ソーシャルネットワークサービスを利用す

るときの注意点、ルール、公務員としての

やっぱり認識というところを共通に持って

いただきたいということで、全員にパンフ

レットを配布させていただきました。今後



 

 3－11 

は、今年度予定してますのは、今度は保護

者の勉強会ということで、ＰＴＡ連絡協議

会でも保護者対象で同様の研修会を行う予

定ということでお聞きしております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  では、消費生活の観点から質問に入ると

ころですが、広報「とよの」には毎月よく

掲載されていて、こんな事例があるのかと

毎回驚かされています。私が議員になる前

に、地域の活動で、消費者行政訪問という

形で農林商工課に伺いました。昨年の７月

のことです。消費者行政活性化基金、国の

補助金で年間６０億円あるのに、１４万円

しかもらっていないということで大変驚い

たんですね。地域の活動なので、豊中市や

島本町、川西市、伊丹市、尼崎市、宝塚市、

ずっと同じように報告書をまとめられてて、

私、持ってるんですけど、豊中市にはこう

やって、くらしのノート消費生活というの

で、小学校の授業に使われているんです。

この中にはインターネットの危険性とか入

っているんです。この基金から使われてい

るということで、こういうことをお願いし

て帰ったんですが、そのことを検討してい

ただいているのでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時０８分 休憩） 

（午前１０時０９分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  済みません。それではお答えいたします。 

  今おっしゃったようなことにつきまして

は、ちょっと聞いておりませんでしたので、

今後また検討はさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  せっかく国の補助金があることですので、

ぜひこういう資料もつくっていただきたい

なと要望しておきます。 

  それでは最後に教育について、教育長に

お尋ねします。 

  教育長が就任されて１年がたちます。東

ときわ台小学校の３月号の学校通信、今月

号にも載っていましたが、どの子もわかっ

ていそうな手の挙げ方の写真を見て、勉強

に対する姿勢がとてもいいなと、ちょっと

うれしくなりました。東ときわ台小学校は、

放課後教室を視察に行ったことがあります

が、放課後まで丁寧な字が書けていたり、

落ちついた感じ、授業の緊張が放課後まで

しっかり続くような、大変落ちついた感じ

だと私は感じとっています。そこで、東と

きわ台小学校以外のほかの学校にも、どの

子もわかる教育、底上げというのでしょう

か、勉強を捨てない、諦めない、特に小学

校４年生ぐらいの小数点や分数の掛け算、

割り算、ここで算数が嫌いになっていくと

思うんですね。教育のまち「とよの」をも

っともっとＰＲできるような秘策はあるの

か、お伺いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答えいたします。 

  学力向上、これは本町にとっても、維持

向上といいますか、それは非常に重要な課

題だと思っておりまして、町の教育基本方

針に、今年度特に強めてといいますか、ど

の子もわかる授業を目指すのだということ
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を盛り込みました。どの子もわかるという

のは、とても重要なことでありまして、お

っしゃるとおりであります。それはわかっ

たとかできたということは、それは単なる

知見の習得だけじゃなくて、人格形成に大

きく影響を及ぼします。自分はできるんだ

とか、頑張ればやれるんだというようなこ

と、そういうことも重要ですし、それから、

本当にわかったということは、やっぱり将

来必要な生き方につながる論理や知見の習

得にもつながります。それは真の学力と言

える生き抜く力につながるからだと思って

います。そのことを求めて教育基本方針に

もその旨をうたっていたわけですけれども、

それ以外にも、教員の指導力アップといい

ますか、力量を上げなくちゃいけないと考

えています。そこで、やはり私とすると、

よりよい授業を見る経験というのが重要と

考えておりまして、筑波大学附属小学校と

いう、教科教育のメッカみたいなところで

ありますが、そこから、昨年も１人お呼び

して師範授業、ことしも７月１日でしたか、

１人呼んで師範授業をしてもらうことにな

っています。そうした取り組み、それから

校長会等では授業改善のための校内研究会

を充実するよう、システマティックにやる

ように、その旨を要望しております。そう

したことからか、今年度の各校からの教育

計画において、どの子もわかるということ

を目指すことがうたわれています。 

  それからもう一つは町の指定研究、東と

きわ台小学校と東能勢小学校でございます

が、この授業改善のための指定させてもら

いまして、その成果を全体に生かしたいと

思っております。 

  それ以外に、小学校の、先ほどおふれに

なった放課後の補充学習など、これは効果

的だと思っております。 

  それから、中学校での定期テスト前の放

課後学舎による学習。それに加えて、今年

度から公民館等を活用して、夜間あるいは

土曜日に、中学生が自分から学ぶといった

ような場所の提供いうようなことに取り組

みたいと思います。あわせて、障害のある

子どもに対する個別に立てる指導計画、こ

れを充実していきたい。これについても校

長に指示を申し上げてます。 

  私ごとに近くなりますけども、近年、授

業にユニバーサルデザインという考え方を

取り入れて、どの子もわかる授業という研

究が全国的に盛んになっておりまして、あ

る研究会に私も所属しておりまして、恥ず

かしながらでございますが研さんを深めて

いると思ってます。その研究仲間などとの

共有する知見を、本町の授業改善のために

生かしていきたいものだというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  私も本を２冊ほど読ませていただいたん

ですが、先生に大変なことを強いるんじゃ

ないかなと思って、ちょっと心配はしてる

んですね。基本的生活習慣が身についてい

ないお子さんも散見されるわけです。その

中で教師が家庭でのしつけまでやっている、

現在、現状があるので、ぜひ先生にも負担

がないように、若い先生がふえていますの

で、ぜひ先生も大事にしてほしいなと思っ

ていますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  負担ということは、そうかけたくないと

思っております。どう、その生活指導にお

いてもコツといいますかポイントがあった
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り、どうすればいいのかということを子ど

もに教えるためにも、教え方だとか、どの

子もわかるやり方というのはあると思いま

すので、そうしたことを活用して、楽にと

は言いませんけれども、その効果的に成果

が出るような方法を研究していきたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  以上で終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、新風会の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩といたします。 

  再開は、午前１０時３０分といたします。 

（午前１０時１５分 休憩） 

（午前１０時３２分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど、日本維新の会の一般質問につき

まして、通告者が本会議場におられないの

で、私のほうから質問を終わりましたと申

し上げましたが、それを訂正したいと思い

ます。 

  標準町村議会会議規則第６１条第４項

「質問の通告をした者が欠席したとき、又

は質問の順序に当たっても質問しないとき、

若しくは議場に現在しないときは、通告は、

その効力を失う。」ということですので、

失格ということでさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  こんにちは。公明党、６番・高橋充德で

す。 

  議長の許可を得ましたので、３点につい

て、防災士関係と地域包括支援関係、それ

と空き家管理についての３点について一般

質問をさせていただきます。 

  まず１点目でありますが、防災士の育成

についてであります。 

  最近の地震なんですが、多分大きく忘れ

かけているのではないかと思うんですが、

平成５年の７月１２日、これはマグニチュ

ード7.８、当時相当大きな地震で、震度６、

最大と言われた津波が３１メートル、これ

は北海道の奥尻地震でありました。かなり

の、３１名か３２名かのとうとい命がなく

なったという、そういうふうに津波の恐ろ

しさを体験した大きな地震でありました。 

  その後、平成７年の１月１７日、皆さん

の記憶にも新しい阪神・淡路大震災、マグ

ニチュード7.３、震度７、亡くなられた方

が、当時で最高の6,４３４人という、非常

に多くの方が犠牲になられた地震でありま

した。 

  もう一つ、全くもって記憶に新しい、平

成２３年の３月１１日に発生した、１都１

道１０県、こんだけ大きな地域を巻き込ん

だ東日本大震災でありました。いまだに行

方不明となられた方が、５月９日現在で2,

６２０人とおられます。追悼の意をあらわ

したいと思います。 

  こういった被害に対する救助といったら

何があるかというと、自助・共助・公助で

あるんですが、自助といえば７割、共助が

２割、公助が１割という、公的な援助とい

うのは１割しかないということが言われて

おりますが、公助はあてにならないという

状況があります。これは今までの経験した

とおり、あてにならないんですね。である

ならば、自分では何ともしがたい方を、救

いの手を差し伸べるということで共助とい
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うのを充実をさせる取り組みというのが大

事になってくるのではないかと思うんです

ね。これが防災士という仕組みであります。

阪神・淡路大震災の教訓を受けて、民間の

防災リーダーを可及的速やかに養成すべき

との目的で、１１年前、平成１５年に、特

定非営利活動法人の日本防災士機構という

のが立ち上がりました。今、全国の市町村

に波及をして、平成２５年の１０月現在、

去年の１０月現在で約７万人余りの方が、

この防災士の資格を得て活動しておられま

す。今はもっと多分ふえていると思うんで

すが、大分県だけでも、何とこれが5,００

０人の方がこの防災士の資格を得て活動し

てるということであります。そして都道府

県では、さっき言ったようにこの大分県が

断トツのトップで、5,０００人の方が防災

士の資格をとってやっているということな

んですが、まず１点目の質問でありますけ

れども、我が豊能町に、この防災士の資格

を持った方がおられるかどうかというのを、

ちょっと、一つ確認をしておきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災士の件でございます。 

  おっしゃったとおり、平成７年の大震災

を教訓として始まった制度ということで、

この防災士につきましては、自助・共助と

いうことで、今、議員の御指摘のとおりの、

そういうことを実践する方ということでご

ざいます。 

  平成２６年５月現在の数字を調べました

ところ、防災士の認定を受けておられる方

は、全国で７万8,７１８人、それから大阪

府で2,４１８人、豊能町はそのうち５人の

方が認定を受けておられるということでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  私、ゼロかと思ったんですが５人、少な

いことは少ないんですけど、やはりこの防

災士資格制度、これ残念ながら民間資格な

んですよ。現在では公的な資格でなくて民

間の資格ということで、それと、特別な権

限が一切付与されていない防災士の資格な

んですね。しかし、大阪府も以前、この防

災士の資格をとるのに補助金制度を出して

おったんですが、つい二、三年前に補助金

制度がなくなって、防災士受けるのやめた

という方が結構いらっしゃったんですね。

なぜかというと、講習受けるのに５万円か

ら６万円かかるんですよ。これが公的機関

の、ずっと将来的にある自動車の免許とか

何かの免許だったら、公的な資格であれば

五、六万円出してもいいと思うんですが、

なかなか、私の、法人の関係の資格制度で

すから、６万円、７万円、５万円、６万円、

７万円出すのはなかなか厳しいとおっしゃ

る方がおられるんですね。私の知ってるそ

の、北摂関係の議員の方も、とってる方が

何人かおられるんですが、その方とこの前

京都のほう、これは防災の関係の講習に行

ってきたんですが、そのときにも防災士の

方がたくさん来られて、講習を、河田教授

の講習を聞いておりました。私も一緒にな

って防災関係をどうしたらいいかというこ

とを一生懸命考えてきたんですが、とにか

くこの防災士の資格をとるのは高いという

ことで、各自治体単位で、今、各自治体の、

今、豊能町内の自治会単位の中で、危機管

理専門官の指導のもとで避難訓練などが行

われております。先週も、１カ月ぐらい前

かな、光風台の自治会に各自治会が集まっ

て、まとまって、防災士の危機管理監のも
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とで訓練をしたという、私もちょっと参加

させていただいたんですが、やったんです

けども、こういった場所にも救命士の資格

を持った方がおられたらいいかな、助言が

できるのではないかなという思いはするん

ですね。この防災士は、救急法と普通救命

士、上級救命士ですね。普通救命士という

のは、各市町村がしてるこの救命士講習、

これは各都道府県が出してるんですが、こ

の救命士をしっかりととって、特別にやる

のは上級救命士という資格をとらなきゃい

けないんですが、そういった資格をとると

いうことなんですね。そして、何か事があ

るときにはちゃんとした助言ができて、訓

練もしっかりできると。普通、避難訓練だ

けじゃなくて、救急救命の処置もできる訓

練が、非常に重たい、重要な訓練ができる

のではないかと。実際に腕をつるとか、三

角巾に包帯使ってやるとか、止血はどうし

たらいいかとか、頭のけがしたときはどう

したいいかとかというのは、やっぱりこの

救命士とっておくとわかるんですね。そう

いった細かな、命大事であるならば、ただ

逃げるだけではなくて、そういう応急手当

ができるような、救命処置できる救命士を

育てていただきたいと思うんですね。そう

いった共助というのを進めていく上におい

て、ぜひとも必要だと思うんですけども、

町のもう一個ふやす、ふやしていこうかと

いう考え方があるかどうか、その点ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災士の資格をとられるに当たる、そう

いう助成のことであろうかというふうに思

いますけども、調べてみましたら、全国で

市町村とか都道府県など６０団体が、そう

いう防災士の資格をとるための補助、助成

制度を持っておられるということでござい

ますが、ただ、近畿圏では非常に少のうご

ざいまして、大阪府内では一つもないとい

うようなことでございました。本町におい

て、今のところそういう助成をするという

ことは考えておりませんけども、今後、大

阪府の動向を見ながら検討課題といたした

いというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今のお答えで最後の質問が途切れたんで

すけれども、確かに、これも産経新聞の報

道だったんですけども、こういうのがある

んですね。この防災士の資格をとった最低

年齢者、１１歳でとった、現在１２歳なん

ですが、小学校６年生。それと最高齢者は

９０歳の男性だそうです。職場や各地域、

学校の先生方、御高齢者を預かる施設の方、

要するにここだったら祥雲館あたりでしょ

うかね。そういった方に。そしてもう一個、

ヘルパーの方たちにも、この防災士という

のを知ってもらって資格をとってもらいた

いと思うんですね。まず学校関係なんかも、

やっぱり先生は、子どもさんの命を預かる

においては、この救急救命という、その救

急法という、しっかりとやっていただく。

前回質問では、これはエピペンの注射も打

ってくれるという方向性で、学校の先生方

の意識も変わってきております。もし、ぐ

らっときて、子どもたちがけがをしたとか

そういうときにも救急救命処置ができるよ

うに、学校の先生方にもぜひともトライし

ていただきたい。これお金かかる話ですか

ら、さっき部長が、大阪府の動向を見て補

助金制度というお話がありましたけれども、

やっぱり出していただきたいと思うんです

ね。 
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  栃木県、一つ例を挙げますと、栃木市の、

これは当時平成１９年の市長、何と全職員

６１８名を対象に資格をとらせるというこ

とで、これは５年計画の予算で７００万円、

予算組んでありました。その年に、平成１

９年の年に市長以下５３名の職員が防災士

の資格をとったと、こういうような事例も

ありました。さっき、６０団体が補助金制

度を出してるというふうなお話がありまし

た。そのうちの多分トップの、一番初めに

つくったのが栃木市ではないかと思うんで

すが、やはり口で防災、防災とか、減災と

か言うだけじゃなくて、やはり現場で助け

られる人というのを育てていくのが、やっ

ぱりいいんじゃないかなと思うんですね。 

  あと、救命処置となると消防関係に、こ

れは消防署長の権限での、これはさっき言

った、ここにあります、救急救命士の救命

講座修了証、これは消防が出すものなので、

しっかりとした普及活動というのを消防に

もやっていただきたい。その救命士、ＡＥ

Ｄでなくて救急救命という、現場で血どめ

をする、三角巾を使ってやる、さっき冒頭

言いましたけども、頭をけがしたときには

足のほうを下げるとか、頭のほうを高くす

るとかというような、そういうような圧迫

止血法とかいっぱいありますから、そうい

うのを教育をしていっていただきたい。こ

れがやっぱり防災士としての資格があるん

じゃないかと思うんですね。やっぱりこの

まちの全体で、皆さん協力しながら進めて

いかないとだめだと思うんですね。私も含

めてですけども、各地域の一人一人が日ご

ろから防災意識をしっかりと持つというこ

とが大切じゃないかなという思いはいたし

ます。いつ発生するか、その規模は果たし

てどんな規模かというのもわかりません。

豊能町は今まで安全、安全と言われてきた

けれども、果たして安全なのかというとこ

ろも、これは不確実なところもあります。

岩盤の上に乗ってるから地震も小さいよと

いうのもあるかもしれませんが、これは推

測でありまして、猪名川町あたりでは猪名

川断層、これが大きな断層がありました。

近くです。いつその波及してくるかわから

ない。阪神・淡路大震災では、空白地域と

言われた、あの阪神の神戸のところ、今ま

で地震がなかったところ。だからあんな大

きな地震が起きたということがあるわけで

すから、いつ来るかわからないときに、備

えのためにはやはりこの防災の教育という、

個人個人の教育、助けられる教育、共助、

自助・共助の、しっかりと持つことが大事

じゃないかなという思いはいたします。 

  それと、各職場の中に、さっき言ったよ

うに防災リーダーを育てるということで、

近い将来に職員皆さん全員とかで学校の先

生、さっき言いました。あと、ヘルパーさ

ん、これ大事なんですね。ヘルパーさんに

この防災士の資格をとってもらってはどう

かと思うんですが、その啓発活動というの

をやっていただきたいと思うんですが、そ

の啓発活動に手を打っていただけるかどう

かということを、ちょっとお尋ねをしたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御提案の職員、教職員、ヘルパーなどが

防災士の資格をとるということにつきまし

ては、我々防災を推進していくという行政

職員としては非常に大事なことであろうと

いうふうに思っております。ただ、先ほど

議員もおっしゃったとおり、１回当たりの

費用がおよそ６万円ということでございま

して、その講座につきましても３３の講座
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があって、延べ時間で５１時間かかるとい

うようなことでございます。職員がそのよ

うな資格をとるということは大事というふ

うな認識は重々持っておるわけでございま

すけども、日常の業務もある中で、そうい

う職務への影響とか、財政面、費用面のこ

とも踏まえまして、今後また改めて検討し

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今、部長おっしゃったとおり、相当な時

間がかかるので、１講座に１２時間かかる

とか、９時間とか、やはり１週間ぐらい拘

束されるんですよね。だから時間的余裕が

ある方、あとは休暇をとれる方でないと、

なかなかトライはできないと思うんですが、

やはり冒頭のほうに部長のほうからお答え

がありました。大阪府が補助金出して制度

が決まっていけばと。大阪府でカットした

んです。大阪府残念ながら、さっき冒頭で

言いましたけども、大阪府がカットしたか

ら、各都道府県の各市の方がとるのやめま

したということが結構おられたんですね。

６万円、７万円というのは、やっぱりお金

出すのが結構きついということなんですね。

そういうことで、町としても独自に何とか

捻出できるのであれば予算化していただき

たいな。栃木市のように７００万円と言い

ませんけども、この人口から、比率からい

ったらそんなに、何名か、例えば学校の先

生が何名、ヘルパーさん何名、こんだけ受

けていただくように補助金出しますいうよ

うな形であれば何とか可能じゃないかと思

いますので、この取り組みも、先ほど大阪

府考えたら何とかしますというお答えあり

ましたので、それについては今回カットさ

せていただいて、次の質問に入らせていた

だきます。 

  ２点目ですけれども、これは先ほど管野

議員から、いっぱい、私とダブった質問ば

かり出てましたので、全部割愛しようと思

ったんですが、割愛しますとかなり時間が

余りますので、それでもう一度、ダブらな

いところについてはしつこく、しつこいん

ですが、これ大事なことなので、質問させ

ていただきます。 

  地域包括支援センター、ただ、次はこの

前、福祉教育消防常任委員会で説明を受け

たところではありますけれども、重要なこ

となので、地域包括ケアシステムの構築に

ついて質問をさせていただきます。特に認

知症について。これは先ほど、管野議員の

ときに質問がありましたが、内閣府が発表

した平成２５年度版高齢社会白書によると、

２０１２年の総人口に対する７５歳以上の

割合が１1.９％というふうに占めておるそ

うです。高齢者がね、高齢者ですよ。平成

２５年度には１８％になるというふうに推

測をされております。また、ひとり暮らし

の高齢者が高齢人口に占める割合というの

が、平成２５年度には男性が１１％、女性

では２2.６％になると予想されております。

このように高齢化が進む一方、豊能町でも

３４％、多いところでは５０％という話が

ありましたが、このように高齢化が進む一

方では、社会保障の見直し、介護の担い手

不足、これもかなり、先ほど木田部長のほ

うからも答弁がありましたが、予想される

わけですが、この点についても後でまた質

問させてもらいますけれども、高齢者が住

みなれたこの地域で自分らしい生活を続け

られる新しいケアシステムの構築、これは

これからが深刻な高齢社会への対応に欠か

せない、絶対欠かすことができない大きな

課題であろうと思ってます。急速に進む高

齢化社会への対応として、我が豊能町にお

いて、地域の実情、特性に合わした取り組
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みをしなければならないところであります。

全国一律にどうのこうのでなくて、やはり

豊能町に合わせた、実情に合わせた取り組

みというのが、やっぱり大事ではないかと

いう思いはします。 

  ５日の新聞報道で、先ほどありましたけ

れども、管野議員からありましたが、全国

の警察が把握している認知症の数というの

は行方不明者、これについては１万３２２

人という非常に大きい、この中で、二、三

日前の新聞にもありましたが、これは全部、

認知症ばかりでなくて、ちょっと知的障害

の方もふえておるのではないかという、大

阪府では、そういうような報道もありまし

たが、実際に全部認知症かどうかというの

は、これはわかりませんが、特に行方不明

の中でも精神疾患で保護されたとか、そう

いう方も全部認知症の中に入ってるのでは

ないかという気もするんですが、やはりこ

の新しいケアシステムにはつくっていかな

あかんと思うんですね。 

  一つ、埼玉県の狭山市で保護された身元

がわからない老人、これ、若いときに１８

年間、これは痴呆症、認知症なんです。認

知症で１８年間、これは東京だったかな。

住んでて、隣の町に行って、そこで帰りわ

かんなくなって、埼玉県の狭山市の老人ホ

ームセンターに入っておった。何かの事件

のきっかけで家族の方がこれを見られて、

１８年ぶりに本人と会ったという、こうい

うような事例もありましたけれども、政府

が２０１２年度に、認知症の患者、家族に

対する支援、これは施策とか支援、サービ

スの基盤整備などに包括ケアシステムの構

築を後押しする予算として３２億円という、

非常に大きなお金をつぎ込んで予算化して

おる、３２億円です。地域包括支援、これ

は新しい制度になりますね。そのほかでも、

包括支援システムの構築に２兆7,０００億

円の予算が盛り込まれております。これは

もう盛り込まれております。こうした予算

を活用して、医療と介護と予防と住まい、

それと生活支援などに切れ目なく、この前

の答弁の中でも切れ目ない支援とおっしゃ

いましたけども、切れ目ない提供ができる

体制づくりが、やはり必要であろうと思う

わけですね。 

  そこで、町内で、入院も、施設にも入れ

ない認知症を患っておられる方というのが

おられるんですが、こういった方の掌握、

認知症は５６０人とおっしゃいましたけど

も、患っておられる方で施設に入れない方

というのは掌握されておるかどうか、これ

は難しいと思うんですが、どうでしょうか

ね。これは本人から、入りたいという意識

があるかどうかわかりませんけども、認知

症の５６０人、高齢者との、高齢、中で認

知症が５６０人というふうにおっしゃいま

したけども、この中で本当は入院したい、

それとも入所したいという方がおられる数

というのは掌握されているかどうか、掌握

してるのであればその数をお答え願いたい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど申し上げた５６０人が認知症とし

ての、介護としての判定されておると。先

ほどの議員御指摘のことは、５６０人のう

ちの待機者が幾らいるかという意味なのか

なということなのですけれども、今、手元

のほうに数字を持っておりませんので、ま

た報告させていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  これも、あと施設充実するために、ぜひ
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とも必要な数だと思うので、お答えを願い

たいと思ってます。 

  一つ、貴重な取り組みを一つ紹介をさせ

ていただきますと、これは三重県の桑名で、

すごい取り組みをされておるんですね。去

年の１２月に、第１０条からなる、地域包

括ケアシステム推進協議会条例という、こ

れ三重県の桑名でつくっておるんですね。

医療、介護、住まい、生活支援などを一体

的に提供する目的で、在宅介護や認知症施

策の推進などを、他職種の代表者がそれぞ

れの立場から意見を述べ合って、地域全体

の意識の共有を図るというシステムづくり

をつくっております。取り組みの成果をか

なり上げてるという話で報道もありました。

こういうことから、地域で取り組む包括ケ

アシステムでは、認知症対策が大きな柱の

一つではないかと思うんですが、今後の目

指すべきケアの考え方としては、危機の発

生を防ぐ、早期事前的な対応というのが、

要するに先、先、対応していくということ

が大事じゃないかと思うんですね。身近に

できることは認知症サポーター、これも認

知症サポーター、数もおっしゃって、現在

６０名で職員が４０名、教職員が２０名と

いうお話がありましたが、５月１４日にも

保健センターで２０名の方が講習を受けて

おられます。こういったグリーンの、認知

症サポーターという、これも老人会で講習

やってまして、老人会でいただいたものな

んですが、こういうようにやはりちょっと

した講習を受ければ、これは認知症のサポ

ーターですから安心して話せますよといっ

た方を、ぜひとも取り組んでいただきたい

と思うんです。全職員にはキャラバンに参

加してもらえるようになるように進めても

らいたいと思うんですが、こういった取り

組み、全職員がサポーターなってるよとい

うふうな意識も大事と思いますので、取り

組んでもいいのではないかと。包括支援の

中で、福祉課の中でも持っておられる方が

おられたいうようなことも、この前、常任

委員会のときもありましたので、ぜひとも

取り組んでいただきたいと思うんですが、

この点についていかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほども若干答えましたけれども、職員

６０人のうちの一般職が４０人、それが多

いか少ないかわかりませんけれども、これ

から高齢少子、進展してまいりますので、

ますますそういう認識を持ってもらうこと

が大事だと思いますので、なるべく勧奨す

るようにいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  冒頭で、取り組みをしっかりとやってい

ただきたいと思うんですが、冒頭でも言い

ましたけれども、町内にお住まいで７５歳

以上の高齢者世帯と、そのうちの単身者、

あとは男性・女性に分けて、どれくらいお

られるかというのを掌握されておったら、

ちょっと報告願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  統計が古いのですが、国勢調査によって

把握しております。したがいまして、平成

２２年度に国勢調査がございまして、６５

歳以上の単独世帯は５７０世帯、６５歳以

上の夫婦世帯は1,６６４世帯でございまし

た。全世帯数は7,８６８世帯でございまし

た。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  かなり、やっぱり豊能町が高齢真っただ

中という感じなんですよね。高齢ばかりの

福祉はやっぱりだめなんですけれども、こ

れもやっぱり避けて通れない事実でありま

す。特に要支援と要介護というのがあるん

ですけれども、要介護者の中で地域包括ケ

アシステムに取り組んでいるところの住ま

いと医療と介護予防と生活支援、これある

んですが、要介護者の中で、まずその御家

族がどの分野を充実してほしいなというの

を調査したことがあるかどうか。例えば住

まいをしっかりと調えてほしいとか、介護

をしっかりと、介護施設をたくさんつくっ

てほしいとか、これ医療関係、町にはもう

小さな町医者しかありませんけども、そう

いった面について、どういう面を町として

は、こういった要介護もらってる方、家族

の方が要望してるかということを調べたこ

とがあるのかどうか。それをお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  私ども、手元にはございませんが、介護

保険制度自身が、要介護度の申請をなさる、

その方の状況を見て申請書をつくるわけで

すけれども、その結果が出て、個々の、お

のおのの方々の生活状況、家の状況である

とか身体状況であるとか、全てを勘案して、

ケアマネジャーがそのケアの計画を立てる

ことになります。したがいまして、おのお

のの方の希望によって、その計画が、介護

計画がなされるわけで、オーダーメイドで

すので、おのおのの、先ほど議員がおっし

ゃったその調査は把握しておりません。お

のおのの方のオーダーメイドで提供してお

るということでございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  確かにケアマネが作成、つくって、国の

承認得てやるわけですけども、やはりどう

いう、ケアマネにお願いをして、どういう

ところの分は要望が強いんだと、多いんだ

というところを掌握をしてもいいんじゃな

いかと思うんですね。そうすることによっ

て、これから町が向かうべき道ってわかる、

道筋が。どういうことが皆さん、ケアマネ

さんに相談してるか。ほったらかしじゃや

っぱりだめだと思うんですね。やはりそう

いった細かいところまで気をつけて、どう

いう面がやっぱり希望されている、多いん

だなというところを掌握していただきたい

と思うんですが、その点いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  若干、調査の、把握の仕方が違うのです

けれども、介護予防の訪問介護、ヘルパー

の場合でしたら、何を望まれるかというこ

とがわかります。例えばそれは居室の掃除

であるとか、先ほど申し上げた買い物であ

るとか、風呂の準備までがおのおの、居室

の掃除でしたら３６％の希望が、買い物で

したら３３％の希望が、風呂の準備でした

ら２４％の希望をされております。 

  また、デイサービスの場合には、また違

いまして、ごめんなさい、失礼しました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 
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  ちょっとわかりづらい数字でしたけれど

も、町内に、質問変わりますけれども、町

内にある介護施設、これは介護施設は２カ

所しかありませんから。あと、入所、デイ

サービスやってる事業所、これは何軒ぐら

いあるか、掌握されているか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  デイサービスセンターは、町内で１０カ

所ございます。祥雲館で３事業所、ゆらら、

社協、のせの里、フリーステーション、一

粒の麦、和楽の里でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  １０カ所、これ、今の現在の町において

多いと思いますか、少ないと思いますか。

その感想をちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  現時点においては、充足しておると考え

ております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  現在といいますか、近い将来、多分もっ

ともっとふやしていかないけないようにな

ると思いますので、その点も考慮しながら

行政進めていただきたい、指導していただ

きたいと思います。行政がつくるわけじゃ

ないんだけども、よろしくお願いします。 

  今後の課題としては、支援者の課題があ

ろうと思うんですね。ネットワーク、そし

て社会資源としての地域リーダーの発掘、

住民互助の発掘ではないかというふうに思

っておるんですが、豊中へ、この前、豊中

のある人の活動、サイレントピアノ、これ

多分見られた方も多いんじゃないかと思う

んですが、豊中のある方の、東京で撮影や

ってますから、東京でも取り上げられまし

たけれども、豊中の方の、これは活動の方

針やったんですが、福祉課と社協と住民の

連携、ネットワークが一面大事だなという

ふうに感じた所感でありました。 

  和歌山県のある自治体では、お年寄りを

地域で支える、一声ふれあいごみ収集事業

というものを、これは町の職員、登録をさ

れた方のみの対象となるんですが、所の職

員が訪問をして、自宅を訪問して、ちょっ

としたお手伝いするという、一声ふれあい

ごみ収集という、これは市が取り組んでい

る事業の一つであります。 

  今、見守り隊の事業やちょっとした介護、

買い物支援、掃除等、資格がなくても誰に

でもできる支援があるのではないかと思う

んですが、光風台地域には有料でお手伝い

しますという看板が、各家庭に掲げられて

おりますが、この利用度っていうのはどん

だけの方が利用されているかはわかりませ

んが、ボランティア活動といえば無償と、

これ判断されるんですが、これからはボラ

ンティア、先ほどもお答えありました。ボ

ランティア活動には有償も考えないかんじ

ゃないかということですね。 

  そこで、これからはこのボランティア活

動にはポイント制度というのを導入してい

けばいいのではないか。ある地域のところ

では、このようにポイント制を導入をして、

ＮＰＯ、ちゃんとした道案内つくって、こ

れ町の、千葉県市川市の取り組みなんです

が、市川市でしっかりとこういった取り組

みを行っているところ、まだまだほかの市

もいっぱい取り組んでます。これもう有償
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ボランティアということで。やはりこうい

った事業もぜひとも必要ではないかと思う

んですね。一つの取り組みとしては、包括

支援センターが町との。それと福祉課がや

っぱり音頭をとらないかんと思うんですね。

そして地域包括支援センター、それと包括

支援センターの中にもこういったボランテ

ィア、点数、ポイント制であるならば、ポ

イントする、打ち込みする、それから登録

してもらった数を掌握する、仕事の数を掌

握する、この方には、きょうあいてるから

この方にボランティアしていただこうと、

そういうようなシステムづくりというのは

あってもいいのではないかと。もう無償ボ

ランティア、時代的にはちょっと厳しくな

ってきているのではないかと思うんですね。

管野議員のときも、働きたいけれどもボラ

ンティア、どうのこうの話がありましたけ

れども、やはりこういった、お金でなくて

ポイント制に、例えば１００ポイントたま

ったら商品券差し上げますよといった取り

組み方も、ぜひとも必要では、これからが

必要ではないかと思うんですが、その点に

ついて考えあるかどうか、ちょっとその点

だけお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  多様な主体で多様なサービスをというふ

うに言われておりますので、議員御指摘の

有償ボランティアに関しましては、現在、

光風台のほうで実際にされておられる。ま

た、東ときわ台のほうでもされるかのよう

に聞き及んでおります。 

  今後でございますが、これらの団体の動

きを見据えながら、町として、ポイント制

は非常に難しい部分があるのですけれども、

それはそれといたしまして、豊能町として

有償ボランティア制度が必要なものなのか、

また、民間との関係がどうなのかを見きわ

めながら考えてまいりたいと存じます。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それと、つけ加えまして、先ほどの認知

症の方の待機ということで、日常生活に支

障を来す症状、行動や意思疎通の困難さが

多少見られても、誰かが注意すれば自立で

きる状態、その認知症高齢者の日常生活自

立度２、先ほど申し上げたのが自立度２の

方ですが、これらの方の待機数は１９０人

でございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  かなり多い、１９０というとすごい数だ

と思うので。うちの豊能町の人口割合から

したらね。やはりこんだけ豊能町も非常に

深刻な問題が目の前にぶら下がっていると

いうことを、ぜひともみんなで認識を持ち

たいと思うんです。 

  もう時間的にもあるんですが、数年前か

ら空き家に対する管理をしっかりしてほし

いということで、何度も何度も空き家適正

管理条例という話は、つくってほしいとい

うことあったんですが、そのお考えがまだ、

検討してくれているかどうかだけ、ちょっ

と確認をしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  空き家の対策につきましては、現在、国

のほうにおきまして、空き家対策推進に関

する特別措置法の法案が検討されておりま

すので、その動向も踏まえ、本町でも検討
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していきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  前向きな回答でありましたけれども、し

っかりと、町に合った条例ですね。上位か

ら見てじゃなくて、やはりそれぞれの個性

に合った条例づくりというものをしっかり

と進めてほしいと思うんですが、３月議会

で公益法人への職員派遣について条例改正

がなされましたが、４月に法人格となった

シルバー人材センターへの派遣要員はある

のかどうか、ちょっと確認したいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ４月１日付で１名、職員を派遣いたしま

した。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  であるならば、法人格ですから結構厳し

い、もうけもありますからね。しっかりと

仕事をしてもらわなあかん。町内にはいっ

ぱい、そういう剪定業者ありますけれども、

シルバー人材センターも独自でやっぱり仕

事をして、みずから行って仕事をとってき

てもらわないかん。あるんですが、町内の

方と競合することがありますけれども、シ

ルバー人材センターに対して仕事をしっか

りとってこいと、うち職員出しているわけ

ですから、こういうような指導でぜひとも

やってもらわなあかんと思いますね。民間

圧迫というのもあるんですけども、この点

は競合ですから安くしてあげようとか、あ

ると思うので、こういう指導する立場ある

かどうか、これだけちょっと、１点だけお

聞かせを願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  空き家の管理のシルバーの活用という意

味でございますが、常にシルバー人材セン

ターが、例えば空き家の管理というのは御

本人がなさるわけですけれども、業者の方

にするのか、シルバーの方にするのか、そ

れとも自分で除草するのか、それらは本人

の選択ではございますが、シルバーがある

なというふうに思ってもらえるような広報

に努めるよう、別法人ではございますが、

そういうふうに進めたい、ことを指導した

いと思います。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今の、民間の圧迫はやっぱりしたらいか

ん。法人としても民間ですけどね。やはり

そういうところは競合ないようにしっかり

と町内で、空き家になって、もう時間にな

りましたけど、しっかりとと思いますので、

よろしくお願いします。 

  では終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  こんにちは。 

  議長より発言の許可をいただきましたの

で、３番、公明党、永谷幸弘の一般質問を、

通告のとおりさせていただきます。 

  理事者側におかれましては、建設的な答

弁をよろしくお願いいたします。 

  本日、私は、３点について質問させてい



 

 3－24 

ただきます。 

  まず通告書１点目の、人口減少と少子化

対策について質問をいたします。 

  ５月８日に日本創生会議が、今後も地方

から大都市への人口流出が続くという前提

で、特に子どもを産む人の中心世代となる

２０歳から３９歳の人口に注目し、調査し

たところ、２０４０年には全国のおよそ半

分に当たる８９６の自治体で、この出産期

に当たる２０歳から３９歳の女性が２０１

０年に比べて５割以上減り、人口の減少の

加速によって、現在の教育、福祉など、幅

広い行政サービスの維持が難しくなる可能

性があるとする独自の人口推計を公表いた

しました。そしてこの会議では、この自治

体を消滅する可能性のある都市と位置づけ

ております。大阪府では１４の区、市町村

で消滅するおそれがあり、豊能町も該当し

ております。私は人口減少社会が直面する

現実を浮き彫りにした試算を、強い危機感

を持って受けとめ、抜本的な対策が急務で

あると考えますが、この点について、まず

田中町長のお考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まさに今おっしゃっていただいたように、

私もこの記事を見まして、非常に危機感と

いうのを感じております。この中でまずは、

これ、直近の部長会では資料を配り、全職

員を対象にした朝礼では、こういったこと

があるということで、まず情報共有と、こ

ういう危機感がありますということで、ま

ずは図ったところでございます。その中で、

抜本的な対策ということでございますけれ

ども、こちらにつきましては、豊能町とい

うのはやはりベッドタウンということもご

ざいまして、やはり都心からのアクセス、

こちらをまずよくするということが、まず

は必要なのではないかというふうに、私と

しては認識しておりまして、そういったこ

とからも、この４月に豊能町地域公共交通

基本構想、こういったものを策定し、公表

させていただいたところでございます。 

  その基本的な考えといたしましては、広

域的なネットワークを生かした幹線の整備、

幹線と一体に運行する地域内の支線の整備、

こういうことを基本に、都心へのアクセス

を向上して、人口の呼び戻し、定住化の促

進、こういったことを図ってまいりたいと

いうふうに思っております。 

  一つは、これを具体的にどうしていくか

ということにつきましては、こちらにつき

ましても、先日、９日の全員協議会でも説

明させていただいたとおり、要はときわ台

駅周辺等の検討についてということで調査

費、これ上げさせていただいているところ

でして、これで交通結節点の整備の検討、

また立地を生かしたにぎわいをもたらす施

設整備の検討、こういったことを進めさせ

ていただいて、具体的にも進めていきたい

というふうに考えております。 

  次に、もう一つ、同じく、この補正予算

の中でも、臨時予算の中でも出させていた

だいているものにつきましては、地域少子

化対策国庫補助金、こういうものを活用い

たしまして、先駆的な、結婚、妊娠、出産、

育児の切れ目のない支援を行う仕組みづく

りの構築や、結婚に向けた情報提供、妊

娠・出産に関する情報提供、また結婚、妊

娠、出産、育児をしやすい地域づくりに向

けた環境整備など、こういったことに関す

る事業についても、今回、今、提案させて

いただいているところでございます。こう

いったことで危機感を持ちながら、豊能町
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としても取り組んでいく必要があるのでは

ないかというふうに認識はいたしていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  さまざまな政策をお聞きしましたけれど

も、消滅を回避する特効薬と申しますか、

これはなかなか見当たりませんけれども、

あらゆる政策を総動員して解決すべきであ

るということは考えるべきだと思います。 

  日本創生会議は、少子化に歯どめをかけ

るために、一つ、若者が結婚や出産、子育

てをしやすい環境づくりに取り組み、２０

１２年時点で1.４１の合計特殊出生率を、

２０２５年に1.８まで引き上げるための政

策を講じると。二つ目には、地方の拠点都

市を整備し、大企業の東京一極集中に歯ど

めをかけることなどを提言しました。また、

地方で子どもをたくさん産み育て、家族で

暮らしていけるように、若い人にとっても

魅力がある地域づくりを進めていくことが

重要であると報告しております。 

  私はまず、求めていることは、子育てし

やすい環境づくりであると考えております。

先ほども申しましたけれども、近年、日本

の合計特殊出生率1.４、豊能町に至っては0.

８２、日本で３番目に低いんですけれども、

国民の結婚や出産に関する要望や制度が実

現した場合、出産率は1.８程度になると言

われております。厚労省が６月４日に、２

０１３年の人口動態統計を発表しました。

その中においては、子どもの出生数が7,４

３１人減の１０２万9,８００人で、初めて

１０３万人台を割り込み、統計をとり始め

た１８９９年、明治３２年以降最少を更新

したと。死亡数から出生数を引いた人口の

自然減は、２３万8,６３２人で最大となり、

人口減に歯どめがかかっていない状況であ

ると。また、合計特殊出生率が1.４３とな

り、前年から0.０２ポイント改善し、２年

連続で上昇した。厚労省が３０歳以上の女

性の出生率上昇が影響したと分析する一方、

女性人口そのものが減少傾向にあり、今後

も少子化は進むとしております。自治体に

も相応の覚悟と努力が求められております。

政策を総動員すれば活路は開けると、実際

に育児支援策を全国屈指の水準に拡充する

ことで、急減する出生率が上昇傾向に転じ

た自治体もございます。結婚とか出産は、

あくまでも個人の考えが尊重されるべきも

のですけれども、その前提に立った上で、

子どもを産み育てたいとの希望がもっとか

なえられるよう、出産、子育て支援の充実

が必要であるかと考えます。 

  そこで私は、子どもを産み育てやすい環

境づくりの一環として、特定不妊治療費公

費助成事業の新設を提案いたします。配偶

者間の体外受精、顕微授精の特定不妊治療

は、公的医療保険が使えず、心身の負担や

治療費の確保が重くのしかかります。そし

て厚労省によりますと、体外受精の治療費

は一般的に１回３０万円から４０万円かか

ると言われております。助成制度は、こう

した経済的負担の軽減を図るために２００

４年度に始まりました。豊能町の過去５年

間の申請人数は、平成２１年度８名、平成

２２年度４名、平成２３年度６名、平成２

４年度５名、平成２５年度３名であります。

しかし経済的負担がかかるために治療を断

念せざるを得ない、この数字にあらわれな

い不妊で悩む夫婦もおられます。少子化対

策の観点から、また子どもを産み育てやす

い環境をつくるために、そして患者の経済

負担軽減のためにも、国と府の制度に上乗

せし、不妊治療費を助成する制度を新設す

べきではないでしょうか。この点について
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建設的な答弁をお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  子どもが欲しいと望んでいるにもかかわ

らず、子どもが恵まれない御夫婦は、およ

そ１０組に１組であると言われております。

不妊治療を受ける夫婦は年々増加している

ともされております。不妊治療のうち体外

受精及び顕微授精につきましては保険適用

がされず、１回の治療費が、先ほど御指摘

のとおり、高額になっております。子ども

を持つことを諦めざるを得ない方も少なく

ありません。そこで、これらの治療を受け

る夫婦の経済負担を軽減するために、全国

共通で助成をされておる、制度は整備され

ております。 

  議員御指摘のことは、豊能町としての公

費負担は考えられないかという御指摘であ

ったと思いますが、公費助成につきまして

は、本来ならば国あるいは府のレベルで取

り組んでいただきたいと、町では考えてお

ります。ましてや人口減の対策に一定の寄

与はあるかもしれませんけれども、先ほど

申された、平成２５年度で３名、平成２４

年度で３名、成功率が１５％から２８％、

その中での助成というのがどうなのかなと

いう、検討が必要だと思われます。助成を

創設するにせよ、その目的の整理、福祉で

行うのか人口対策として行うのか、豊能町

の財政基盤としてふさわしいのかどうかな

ど、多々、検討の項目があると思いますの

で、現時点においては考えられないという

のが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  それでは、要望として検討していただき

たいということで、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  次に、私は、子どもを産み育てやすい環

境づくりの一環として、不育症治療費公費

助成事業の新設を提案いたします。 

  妊娠はするものの流産を繰り返す不育症

ですね。これは子どもを望む夫婦にとって

大きな悩みとなっております。全国の年間

出生数は約１０６万人です。一方、流産す

る確率は１５％と言われております。厚労

省研究班がまとめた調査では、妊娠経験が

ある人で流産したことがある人は４割に達

しております。２回以上流産し、不育症と

見られる人は１６人に１人の割合でした。

調査では、不育症の発症数は毎年約３万件

で、全国に１４０万人の不育症の人がいる

と推定しております。流産の９割を占める、

妊娠初期の流産の多くが、胎児の染色体異

常と見られておりますけれども、そのほか

に、胎盤の血液が固まって流れにくくなる

抗リン脂質抗体症候群、また、夫婦の染色

体異常、赤ちゃんが育ちにくい子宮の形態

異常、ホルモンや免疫に影響する甲状腺機

能異常、糖尿病などが原因と考えておりま

す。治療のための染色体検査などには保険

が適用されないものもあり、患者の負担は

通常妊娠より２０万円から３０万円多くな

るとされまして、経済的負担が問題となっ

ております。国、大阪府においては、現在、

助成対象となっていないのが現状でござい

ますけれども、全国で初めて不育治療の助

成制度をスタートしたのは、岡山県真庭市

です。２０１０年４月から、１年度に３０

万円までの助成を開始しました。１１年度

からは第２子以降の治療も助成の対象とな

っています。全国で助成を実施している自

治体は６１自治体、１県４２市１６町２村
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に広がっております。大阪府においては高

槻市と茨木市が、不育症に対する助成金制

度を設けております。不育症は治療すれば

９割近くが出産可能とされております。少

子化対策の観点から、また子どもを産み育

てやすい環境をつくるために、そして患者

の経済負担軽減のためにも、町単独で不育

症治療費を助成する公的支援が必要ではな

いかと強く感じております。この点につい

て答弁をお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  不育症治療とは、妊娠はされても流産・

死産などを繰り返して、結果的に子どもを

持てない場合を不育症というふうに定義さ

れております。一般的には、２回連続した

流産・死産があれば不育症と診断されます。

また、原因は先ほど申されたとおりでござ

いますが。また、不育症に対する助成制度

を設けている自治体は、まだまだ少のうご

ざいます。先ほど御指摘のとおりです。ま

た、国の制度も調ってはおりません。その

ような中で、豊能町が独自に、また税金を

投入し、その、先ほどの言葉と同じように

なりますけれども、その目的が、人口減に

対策になるのか、それとも福祉としての観

点からなのか、また、豊能町の財政状況か

ら考えてふさわしい助成となるのか、なら

ないのか、それらの照査しなければならな

い項目が多々あると思われますので、現時

点では国が総合的に取り組んでくれればな

という思いを持ちながら考えておるところ

でございます。 

  以上でございます。 

  ただ、国のほうには要望してまいりたい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  それでは、先ほど申しました、不育症治

療費公費助成事業と、この不育症について

の助成事業、今後しっかり検討していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

  次に、私は、３月定例議会の一般質問で、

子育て環境のさらなる充実で、子育て世代

の転入を促進し、町に活力をもたらすため

にも、現在の満６歳までの通院医療費助成

を小学６年生まで拡大するべきであると提

案させていただきました。町長からは、今

のお話を参考にしながら、今後検討してま

いりたいと思いますとの答弁をいただいて

おります。その後、町としてどのように考

えておられるのか、町長の答弁をお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  乳幼児等の医療助成については、小学校

就学前までの通院、入院医療費とも助成の

対象となっておりまして、平成２５年度よ

り満１５歳に達した日から最初に迎える３

月末日、いわゆる中学３年生までの入院医

療費を助成対象に加えて、制度の拡充を行

ってきたところでございます。今のところ、

議員の御指摘もございまして、検討させて

いただいたんですけれども、今のところは

通院医療費助成を小学６年生まで制度拡充

することについては、ちょっと今はまだ困

難ではないかなと、財政的にも厳しいなと

いうふうに考えております。なぜなら、も

ともと大阪府の福祉医療費助成として始め

られた本事業については、大阪府において

は、いまだに制度設置当時のまま、入院は
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就学前、通院は３歳未満という対象は変え

られておらないにもかかわらず、市町村が

競って対象年齢を上げていくというのは異

常な事態に陥っているのが現状だと思って

おります。本町においても近隣市町の動向

を全く無視することはできずに、府下市町

村の後を追いかける形で、通院についても

就学前まで対象としてきましたけれども、

元来の乳幼児対象の福祉医療からはかけ離

れたものとなっております。このような状

況の中で、大阪府においても対象年齢の見

直しに取り組んでおり、近く検討結果が出

されるものと聞いております。また、この

ような状況は都道府県レベルでも大きく差

異が生じており、今後国による制度の統一

が必要ではないかというふうに考えておる

ところでございます。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  私もいろいろ調べまして、やはり市町村、

国、府の現状の制度のところは、よりも、

やっぱり住民のことを考えてしっかりやっ

ている状況でございます。やっぱり転入の

促進を図るためにも、こういうところをし

っかり拡大、拡充していかなければ、実際

のところ、私の住民さんのほうからも。豊

能町は実際こういうことに対しては考えが

甘いと。やはり通院なんて小学校行くまで

じゃなくて、やっぱり小学生ぐらいは大変

けがをする状況が多いと思っております。

中学の通院までは、平成２５年４月１日か

らなりましたけれども、やはりこの状況を

打破しなければ、子育て世代の転入の促進

は図れないと思います。もう一度町長の力

強い答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず冒頭に、先ほど申しました、各市町

村が競って対象年齢を上げていくという事

態、これは申しわけないです。これは異常

と言いましたが、ちょっと不適切な表現で

したので、そういった状態に陥っていると

いうのが現状ですという形に訂正させてい

ただきます。 

  それと、先ほど申されました永谷議員の

お話なんですけれども、よくそういったこ

とも必要ということは重々わかっておるん

ですが、なかなか財政状況等も考え、また

今後大阪府においてもその対象年齢の見直

しということも取り組んでいくというふう

なことの検討が出されるということもござ

いますので、そういったことも見据えなが

ら、非常に難しい状況ではございますけれ

ども、そういったものを見ながら考えてい

きたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  住民さんに対してはアンケートとってお

らないと思いますけれども、やはりたくさ

んの方、特に幼稚園、小学生を持っておら

れる住民の方、やはりこの点については大

変不満を持っておられます。一番けがをし

やすい小学生、６年生まで、入・通院とい

うこと、やはりかなり経済的負担が変わり

ますので、もう一度、私これ何回も、何回

も一般質問でさせていただきますけれども、

町にしましてももう少し希望を持った、住

民に対して希望を持ったまちであるという、

そういうまちをつくっていくためにも、こ

ういうところからしっかりと政策を練って
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いただき、制度をつくっていただきたいと

いうことを、これから何回も何回も質問さ

せていただきますけれども、町の中でもし

っかり検討していただいて、明るい豊能町

をつくっていくために、しっかりよろしく

お願いしたいと思います。 

  次に、これも３月定例議会の一般質問で、

元気な赤ちゃんを母子とも健康に出産でき

るよう、さらに子育て支援の充実を図るた

めに、公費負担額を全国平均１０万円の水

準まで引き上げるべきであると提案いたし

ました。理事者側からは、拡大については

必要であると認識しておりますと、財政状

況を勘案しながら検討してまいりたいと思

いますとの答弁をいただいております。そ

の後、町としてどのように考えておられる

のか、この辺について答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほど、議員も御指摘されたとおり、私

どものほうもこの拡大については、豊能町

では１４回、７万5,０００円、府下最高は

１２万円程度されておりますので、私ども

のほうもその動向を見ながら取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  今の答弁なんですけど、取り組んでいた

だくということでいいんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  取り組んでまいりたいということでござ

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。しっかりよろし

くお願いいたします。 

  次ですけども、最初にも述べましたけれ

ども、豊能町は消滅する可能性のある都市

と位置づけられております。地方の自治体

も、日本創生会議の発表をもって、今、人

口増対策に本腰を入れ始めております。今

こそ豊能町としてのさらなる戦略が求めら

れるときであると考えておりますので、ぜ

ひとも検討のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、通告書２点目の、パスポー

トの交付を町役場でについて質問いたしま

す。 

  平成２５年度における日本人の出国数な

んですけれども、約1,７４７万人で、前年

に比べ約１０２万人、5.５％減少しており

ます。これは過去最高水準の円高から円安

傾向に転じたことなどによる影響が考えら

れると言われておりますけれども、しかし

ながら、２１世紀に入ってからは1,７００

万人前後のレベルでこの数が上下しており

ます。大阪府が行っております旅券発注業

務の一部については、平成２４年１０月か

ら希望する市町村へ権限移譲しております。

これにより、当該市町村に住民登録がある

方、また現に当該市町村内に移住している

方は、身近な市町村の窓口において旅券、

要するにパスポートですね、発注手続がで

きるようになります。ちなみに、権限移譲

された市を紹介いたしますと、平成２４年

１０月には堺市、高槻市、東大阪市。平成

２５年１月には枚方市、富田林市、寝屋川

市、河内長野市、大阪狭山市。５月には箕

面市。６月には豊中市、池田市、茨木市。
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７月には松原市。１０月には守口市、羽曳

野市。平成２６年１月には摂津市において

権限移譲されております。また今後、権限

移譲される市町村につきましては、平成２

６年１０月には八尾市、大東市、和泉市、

柏原市、藤井寺市、四条畷市、交野市、太

子町、河南町、千早赤阪村と。平成２７年

１月には島本町で権限移譲を予定されてお

ります。豊能町の住民においては、パスポ

ートの申請と受け取りの際、仮に豊能町か

ら電車で大阪市谷町４丁目のパスポートセ

ンターまで行くとすると、片道約１時間半

以上かかります。私は、町民の負担軽減の

ために、町役場でパスポート申請と受け取

りができる窓口の開設を提案いたします。

この点について答弁をよろしくお願いいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  私ども担当部といたしまして、御指摘の

とおり、平成２４年４月２５日ですけれど

も、旅券発給事務の市町村事務移譲に関す

る説明会がございました。その際に、私ど

もの町の持っておる特質といいますか、そ

ういうものもあって、課題を整理いたしま

した。それにつきましては、本庁、支所２

カ所あって、またその機械につきましても、

ＩＣチップを端末でもって内容を確認する

必要があるのですが、それが豊能町では２

台要るのではないか。また、新旅券を発行

する際には、旧旅券を無効化する機械も２

台必要であると。また、本庁・支所間の書

類の申達といいますか、そういうものの安

全も確保しなければならない。また、正職

の職員で対応しなければならない。また、

瑕疵があった場合には、それは受付の市町

村でもっての責任で対処しなければならな

いなど、かなりの課題がございまして、証

紙の売りさばきについてもそうでございま

したが、課題を整理いたしまして、その際

には豊能町では当面、この旅券窓口の業務

につきましては、ちょっと断念するという

結論に至った次第でございます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  平成２４年の４月の段階の検討というこ

とでいいですかね。今のは現時点ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  平成２４年４月時点での移譲の説明会で、

詳細を、私どものほう聞かせてもらって、

受け皿としての町の役割といいますか、条

件整備、それを聞かせてもらったときに、

２カ所あったりすることもありまして、府

のほうの機器の補助については、あくまで

も１台分であると。また、その事務を移譲

されることによって交付される金額が年間、

試算いたしましたら５５万円程度と。にも

かかわらず、正職で対応しなければならな

い。そしてまた、その間違いがあった場合

には、その間違いを、書類が返ってくるわ

けですけれども、それは窓口の市町村での

責任になるということで、非常に利便性は

上がるということは認識しておりますけれ

ども、課題が多いのではないかなというこ

とで断念したといういきさつを紹介いたし

ました。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  １０月以降新しく権限移譲される市町村、
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先ほど言いましたけれども、ここもかなり

の、恐らくデメリットはあった上での、実

質されるということやと思うんですけれど

も。我が町は東と西に分かれておりますけ

れども、やはり住民にとってはこういうこ

とも、やっぱり一つの大きなサービスかな

と思っております。平成２４年の４月です

ので、今後引き続き、この点については検

討していってほしいなということで、要望

として訴えておきます。 

  続きまして、通告書３点目なんですけれ

ども、学校等における熱中症対策の推進に

ついて質問いたします。 

  ２００５年にスタートいたしましたクー

ルビズは、ことしで１０年目を迎えており

ます。薄着になりがちな時期ですが、体調

管理の上では今が危険な時期と言えます。

ことしの５月は列島を覆う大気の状態が不

安定で、５月中旬、北関東・東北を含む４

２地点で３０度を超える真夏日を観測した

と思えば、北海道では季節外れの雪が降っ

ております。１日で気温差が１０度以上に

なる地域もあり、寒暖の差が激しい状況が

ありました。とりわけ気をつけたいのは熱

中症でございます。発症のピークは真夏で

すけれども、例年今ごろからふえ始めます。

国立環境研究所の調査によりますと、昨年

５月に熱中症で病院に運ばれた人の数は、

東京や大阪など調査対象の全国１９地域だ

けで２６３人。梅雨明けぐらいまでは体が

暑さになれていないことが要因と言われて

おります。ことしの５月３１日には、全国

で２４６人が熱中症で救急搬送され、うち

１人が死亡されております。一般的な予防

にはエアコンの適度な使用、水分・塩分を

小まめにとる、摂取することが挙げられて

おります。現在、豊能町の学校の教室等に

はエアコンは設置されておりません。扇風

機等で対応しているのが現状でございます。

ことしの夏も猛暑になることが懸念されて

おります。私が３月定例議会の一般質問で、

児童・生徒の熱中症対策の一環としての安

価なミストシャワーの取りつけについて提

案をさせていただきました。仮に児童・生

徒たちが運動場や体育館で運動した後に、

昇降口や体育館への渡り廊下に設置された

ミストシャワーを利用すれば、体感温度が

下がる効果があると期待をしております。

児童・生徒の暑さ、熱中症対策につながり、

何より児童・生徒が喜んでくれるものと考

えております。教育次長からは、設置経

費・冷却の効果等、一度その辺を検証して、

よければ広げてまいりたいと思いますとの

答弁をいただいております。その後、教育

委員会としてどのように考えておられるの

か、答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  ３月定例会の御提案を踏まえ、設置にか

かる経費、それから効果等を検証した結果、

特別な予算は計上しておりませんが、一定

のその評価ができましたことから、ミスト

シャワーについては、幼稚園、こども園、

保育所、小学校、中学校、全ての施設に取

りつけるように、もう既に現物は購入して

るんですけれども、あと取りつけ、設置場

所、高さの関係とか、整備が調ったところ

から順次取りつけてまいるというところで、

今月中には全ての施設に取りつけて、子ど

もたちに体感していただきたいと思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  済みません、再確認しますけれども、今



 

 3－32 

月中に全て設置ということでいいですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  確かに、ものは安価にというところで、

家庭的な、家庭で使えるものをもう既に購

入しております。今月中には取りつけると

いうところで予定しております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  早速の対応、ありがとうございました。 

  住民の安心と安全を守る施策への、今後

も積極的な取り組みを期待いたしまして、

３番、公明党、永谷幸弘の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、公明党の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

（午前１１時４４分 休憩） 

（午後 １時０２分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊鳴クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  皆様こんにちは。お昼一番の質問とさせ

ていただきます。５番、豊鳴クラブ、井川

佳子、一般質問させていただきますので、

理事者側におかれましては親切丁寧にわか

りやすく御答弁いただきますようによろし

くお願いいたします。 

  では、一部、きのうよりも質問いただき

ましたところで、ちょっと省かせていただ

くところもありますけど、一応通告順に従

いまして進めさせていただきます。 

  では１番目、中学校給食についてでござ

います。中学校給食、全員喫食の形でこの

４月より始まりました。これで親の負担も

少なくなったと言われる人もいるし、また、

ちょっと寂しい思いで親御さんは思ってら

っしゃる人もいるとは思います。ただ、夏

のお弁当にはすごく気を配っておりまして、

その傷みというのを心配してたんですけど、

これはとても解消されたんじゃないかなと

思います。 

  また、お昼休みにパンを買いに近くの商

店に行かれるお子さんもお見受けしてたの

で、こういう感じの昼食格差というのは解

消されたのではないかと思います。 

  始まってからそんなに月日はたってない

ですけれども、教育委員会といたしまして

どのようないい点があったなと、教育的効

果というのは、まだ２カ月で出てるとは思

いませんけれども、どういうふうな感じで

その点を捉えてらっしゃるか、まずはお答

えいただきたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  まだ始まって３カ月目というところで、

当初、運搬、配膳、心配ございましたので、

事務局のほうも常に張りついて、問題がな

いか確認をさせていただいたところですが、

おおむね生徒のほうでは、みんなと同じも

のが食べられる。負担は強いるんですけど

も、運搬、配膳、子どもたち共同で作業が

できるというところで、今までばらばらで

昼食をとってたところが、共同でできるよ

うになったというところでは、今現在認識

させていただいております。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  今までありました不都合が何かなかった

のかなと思ったので、そこをお答えいただ

きたく思います。また、その不都合にどの

ように対処されるおつもりなのかもあわせ

てお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  まず４月からでございますが、一番当初

にはおかずに透明のビニル片というものが

混入して、原因を調査したところでござい

ますが、その後も、今現在６月になっても、

御飯それからおかずの中に毛髪の混入とい

うケースが頻発しておりまして、こちらの

ほうも異物混入があった場合には、学校長

からその都度、どのクラスでどういうよう

な状況であったかという報告を受けるとと

もに、給食調理業者に対しても連絡して、

業者のほうへそれを原因究明するというこ

とで持ち帰らせて、報告書、てんまつ書等

も踏まえまして、衛生管理に全力で取り組

んでいくようにということで注意喚起をし

ておるところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  毛髪等は、多分こういう、ちゃんとかぶ

ってらして、してらっしゃると思うんです

けども、その点もしっかりお願いいたしま

して、もしたび重なるようでありましたら、

また教育委員会のほうでもその給食センタ

ーに赴かれて、どういうふうに、そういう

ふうになってしまうのかというのは、原因

究明もしっかりしていただきたいなと思い

ます。せっかく全員喫食で、いい雰囲気で

食べてらっしゃるということを、今お聞き

したので、嫌な気持ちでそれを食べるとい

うのは、ちょっと嫌な感じがすると思うの

で、そこの点はよろしくお願いしたいと思

います。 

  それで。５月４日付の朝日新聞に、全員

給食、満腹に難ありと。朝日新聞に掲載さ

れまして、なぜかといいますと、やはり中

学生になりますと、たくさん食べられる子、

また、食の細い子、食の量というのはとて

も個人差があるものだと思います。それを

ある一定量、同じ給食、お弁当の量という

ようになりますと、やはり足りないなと思

う人もいるかもしれません。きのうの質問

をいろいろ聞いていましたら、御飯はおか

わりができるよという答弁がありましたけ

れども、おかずとかは、汁物とかはどんな

感じでなさっているんですか。例えばこの

市町村では、おかずとかも対応できるよう

に、例えば弁当１０個につき１個、おかわ

り用に配送させているというような市町村

もございます。豊能町ではどのような対応

をされているのか聞きたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  中学校給食の導入の際にも、例えば１年

生と３年生、それから男子生徒、女子生徒、

やっぱりこういう食の細い、たくさん欲し

いという子の調整をどうするかということ

は、各学校とも調整、相談をしながら、今

現在に至っているんですけれども、まずお

かわり用のおかず、想定されたのが、スペ

ア用で幾つか、各学校に幾つか準備すると

いう方法もあったんですけれども、学校と

調整する中では、できる限り保護者負担を

軽くするためにということで、その日、そ

の日の食数分のおかず、これは同量という

ことで最終決定させていただきました。お
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かわり用に関しては、あらかじめ均等に御

飯を配分するんでなしに、２００グラムと

いう、ちょっと軽めの量を一人一人配分し

て、残りの１人当たり５０グラム分をおか

わり用として別途用意して、おかわりの必

要な子はそこからおかわりをとっていただ

くという方式で、今現在進めております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  おかわり用もするという方法もあります

し、また、大阪のほかの中学では、御飯類

の持ち込みは許しますという学校長の判断

で対応されているところもあります。豊能

町といたしましてはいかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  御飯類の持ち込みというところなんです

けれども、食品衛生上、食中毒を防ぐため

に厳重な温度管理をして、各学校へ配膳し

て子どもたちに提供している状態で、そこ

へ家庭から持ってきたものと同時に食べる

ということは、どちらが原因であるかわか

らないことも考えられますので、今はもう

提供されている中学校の給食のみというと

ころで運用しております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  でも、食中毒が、もしもですよ、起こっ

た場合、その検食とか置いてらっしゃいま

すよね。なので、それで原因究明ができる

と思うんです。どうしてもやっぱり、お昼

１回食べるんじゃなくて、例えばそれが認

められるかどうか知りませんけど、例えば

朝練後のおにぎり一つ、お昼御飯食べます、

またクラブの前に一つ食べますという感じ

で、やっぱり運動クラブしてると、やっぱ

り体づくりもしっかりしないといけないと

思いますし、その辺の何か、空腹でたまら

ないけどクラブしてるというのも、何かち

ょっと現状としてどうなのかなと思ったの

でお聞きしたんですけど、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  今までの家庭弁当を持ってきているとき

も、弁当を食する時間というのは学校でも

もう決めておりましたので、複数回に分け

て食べるということは、学校運営上では想

定をしてなかったというところです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、おかわりの御飯で足りているだろ

うという教育委員会の姿勢ということなん

ですね。 

  中学生に給食のアンケートとられました

かというのは、きのうの質問聞いていまし

たら大体わかったんですけれども、おかず

に対して、お米はおいしいよと、９割の方

が。おかずに対してはやっぱり半数が満足

ということは、半数満足してないというこ

となんです。これについての改善点は何か

考えてらっしゃいますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  メニューについては、同じメニューでも

おいしいと答えてる子もいるし、やっぱり

好き嫌いというのがありますので、個人差

がございますので、今後やはり子どもたち

に人気のあるメニューというか、おいしい

メニューというアンケートも聞いておりま
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すので、そういったことを考慮しながら、

業者とメニューづくりに取り組んでまいり

たいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  とにかく、全員喫食するというところが

とても意義深いことだと思うので、いいよ

うにしていただきたいと思います。 

  では済みません、バス問題について移ら

せていただきます。 

  希望ヶ丘で開催されました残土崩落の説

明会の際に、いらっしゃいましたよね。そ

のときに、今こそ箕面グリーンロードを経

由して、朝一、二便でも千里中央にバスの

運行をしてほしいという声が出ておりまし

た。その意見を聞いてどのように感じられ

ましたか。町長、お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  説明会のときに、切実な声は聞かせてい

ただきました。非常に大事な問題だなとは

認識はしておるところでございますけれど

も、今現在、迂回路ということでやってお

るところでございまして、こちらにつきま

しては、切実な問題というふうには認識は

しておるところで、こういったことについ

ては、そういった意見があったということ

は阪急バスのほうにも上げさせていただい

てるというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  切実な気持ちというのかな、時間がすご

く、１時間２２分かかる。また危険な迂回

路を通っていくというところで、やはり自

助の努力で、親は中止々呂美へ送ったりと

いうこともしております。ですがやはり、

町として応援してあげようという気持ちが

湧かなかったのかなというので、そういう

気持ちを持っていただきたくてお聞きした

んですけど、その点はいかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、まさにおっしゃった中止々呂美とい

うことも考えたんですけれども、その中で

今、実は池田線で中止々呂美まで行ってる

朝の便というのがございまして、そちらの

便が、もしかしたらたくさん乗ってるのか

なという話ではないかと思ったんですが、

そういったものでもございませんでしたの

で、余野から、希望ヶ丘から出てる便もあ

りますし、余野からも出てる便もあるんで

すけれども、朝については一定、中止々呂

美までは池田線を御活用いただければ、一

定できるのではないかというふうに至った

わけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そう。朝１便は、中止々呂美まで、確か

に乗り継ぐバスはあります。朝１便は、希

望ヶ丘からは。余野からもあるといったら

あるんですけれども、割と本数は少ないで

すし、それが通学に合ってるかというと、

そうでもないと思います。やはりその切実

な思いというのを受けとめて、どのように

していったらいいかって応援してあげると

いう気持ちが、私、大事だと思うので、も

うちょっと真剣に取り組んでいただきたい
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と思います。 

  また、長期的なことで、豊能町地域公共

交通基本構想には、北大阪ネオポリス線の

箕面グリーンロード経由というのが、長期

的に取り組む問題として掲げてあります。

ですが、やはり長期的というと、何年ぐら

いですかってきくと三、四年というお答え

もいただいておりまして、その時代になり

ますと、今、通っている高校生がみんない

なくなります。また、御存じですね、教育

委員会の方も御存じですけれども、クラス

１クラス、利用される人数もどんどん減っ

ていきます。それで、やはり出ていくに任

せるのではなくて、やはり対策を講じない

といけないと思うのでございます。そのよ

うな観点で、もうちょっと今、困ってらっ

しゃるんですから何とかしようかな、もう

ちょっと早めようかなというような、そん

なお気持ちはありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  北大阪ネオポリス線でございますけども、

御存じのとおり茨木市と箕面市を経由して

運行しておる阪急バスの路線ということで

ございます。朝、直接トンネルを通ってと

いうことになりますと、どうしてもその分

は茨木、箕面を経由する便が減るというこ

とでございますので、御存じのとおり阪急

バスもその点について非常に困難であると

いう答えを常々、阪急バスからはいただい

ておるというところです。それを増便で賄

うということになると、人の問題、車両の

問題、そういう経費がかかってくるという

ことも一方であるというところでございま

す。中長期的な計画をもっと早くというこ

とでございますけども、これも北大阪ネオ

ポリス線については、可能なものから実現

をしていくものをいうことにも位置づけて

おりまして、長期的な視点でやっておるも

のでございますけども、できることならば

早くというようなことも、一方では考えて

おるところでございます。関係市の箕面市、

茨木市におきましても、うちと同じように

交通計画、もちろんお持ちでございまして、

茨木市におきましては、この上音羽の部分

については山間部の交通の便の確保という

ような位置づけをなさっているということ

を聞いております。箕面市におかれまして

は、北大阪急行の延伸という問題がござい

ますので、バスの大幅な改編というものを

見込んだ中での交通計画というものをお持

ちやということです。豊能町が長期的なも

のに北大阪ネオポリス線を位置づけたとい

うところは、その箕面市におけるバスの再

編があった折には、豊能町もそこに乗って

いけるかなというようなことも思って長期

的というようなことを申し上げておるんで

すけども、このところ阪急バスも、前向き

とまで言わなくても、その必要性について

は感じていただいておるようでございます

ので、引き続き阪急バス、並びに関係の市

と協議を続けてまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  ちゃんと問題として取り組んでいますと

いうお答えをいただいたんですけれども、

例えば、今おっしゃられたように、人それ

から車両にお金がかかるのでという、それ

は阪急バスさんは営利企業でいらっしゃい

ますから、そういうことはちゃんと、コス

トのこともお考えだとは、もちろん思いま

す。 

  では、３番目に書かせていただきました、

西地区路線バス確保維持補助金のような取
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り組み。朝２便、もし増便するのであれば

幾らぐらい必要なのかというような試算は

なさっているのでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  申しわけございません。試算いたしまし

たが、今、手元に資料がございません。申

しわけございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、その資料を今度、交通特別委員会

のときに聞かせていただきますので、その

ときに御用意いただきますようによろしく

お願いいたします。 

  もちろん、議員団といたしましては、何

もしてないわけではありません。交通特別

委員会でちゃんと阪急バスに要望もしてお

りますので。また責め立てるわけじゃなく

て、もちろん一緒にやっていきたいと思っ

ておるので、よろしくお願いいたします。 

  それでもう一つ、ここへ載せてないのに

聞いていいか、ちょっとわからないんです

けど、署名活動があったと思います。６月

５日に町長に提出されたと、私は聞いてい

るところではあるんですけれども、そうい

う事実はありましたでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  自治会のほうが呼びかけられて、商工会、

観光協会とともに署名活動をなさったとい

うことでございます。署名活動が終わって

から、終わりましたというようなことを御

報告を受けたということで、阪急バスに向

けて町から届けていただけないかというこ

とでお持ちいただいたわけでございますけ

ども、一応お預かりは、今しておりますが、

その取り扱いについては、今、協議中でご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  協議中。いつまでにお答えを出すおつも

りですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  いつまでということはございませんけど、

速やかに、近日中にお答えしたいと思いま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  じゃあ近日中にというので、楽しみにし

ております。 

  また交通特別委員会のときにも時間があ

りますので、ちょっと、私、一番最後の質

問だったので、いろいろ重なるんじゃない

かなと、たくさん、たくさん出してしまっ

たので、ちょっと先、急がせていただきま

す。済みません。 

  介護保険サービスについてでございます。 

  きのうからの説明、質問の中にでもお答

えいただきまして、平成２６年度末、要支

援１・２では３８７人、それから要介護１

から５は７７１人おりますと。その中で認

定を受けてらして、認知症の方が５６０人

いらっしゃいますよという御報告は受けた

んですけども、私、介護保険について、ち

ょっとほかの機関に研修を受けに行ったと

きに伺った話なんですが、介護認定を受け

ていながら介護サービスを受けてない人と

いうのが、全国規模では１００万人いらっ
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しゃいますということを聞きまして、一体

じゃあ豊能町にもそういう人はいるんだろ

うかという疑問が湧きまして、ここ、質問

させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  要介護、要支援の認定者数は1,１７０人。

そのうちの８２０人が何らかのサービスを

受けておりまして、認定を受けながらサー

ビスを受けてない方は３５０人でございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  なぜだと思われます。どのように対処さ

れるおつもりなんでしょうか。というのは、

先ほど言ったように、認知症の方もいられ

るわけですよ。先ほど来聞いてましたら、

次の質問にも書いてあるんですけど、包括

支援センターは中学校区に１つの割合で設

置することが理想なんですけど、我が町に

は１個あります。それをカバーするために

在宅介護支援センターがありまして、それ

はちゃんとカバーできておりますという、

午前中の答弁だったと思うんです。でも窓

口があるだけで、実際、受けてらっしゃる

対象者でもあるにもかかわらず、３５０人

の方はそのサービスを受けられない。なぜ

受けられないのかというのを、やはり調査

すべき。例えば、すごく、多分、そのサー

ビスが必要とされていないで、例えば家族

の方が補助できるよとか、そういうのをさ

れてるんなら大丈夫なんですけど、実は家

族の方の補助もなし、おひとり暮らし、あ

るいはどうやってそういう相談窓口に行っ

たらいいかもわからないというような方も、

やっぱりこの３５０人の中にはいるんじゃ

ないかなという懸念があるんです。そうい

う対処はどうされます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  ちょっと考え方が、少し違うのかもしれ

ませんが、介護保険制度の本来の趣旨から

は、介護保険サービスを受給したいがため

に申請を行うのではないかと。そしてその

状況に応じて認定を受けると。認定を受け

たならば、先ほど申し上げたように、サー

ビスを受けたいから認定をされたのであっ

て、なので、必要にかられたならば、また

必要とされるならば、本来はサービスを利

用されると、私どもは考えております。な

ので、今、利用されない方に対してどう対

処されるかと言われましても、今、現には

必要ないんじゃないかというふうに、その

方は思っておられるのではないかというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうです。そのときには認定を受けたけ

ど、今私は買い物もできるし、家の整理も

できるしという方もいらっしゃるでしょう。

でもやはり、そのサービスの受け方がわか

らないという人も中にはいるんじゃないか

なと懸念するんです。そういうのはどうや

って救って差し上げるのかなと思ったので

お聞きしてます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 
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  本来的には、介護、要介護１から５であ

ろうと、要支援１・２であろうと、全てケ

アマネジャーがついており、必要に応じて

認定されるわけです。なので、その人自身

が判断されるというのではなくて、ケアマ

ネジャーが傍らにいるわけですから、本来

ならばその方が判断していただけると、そ

して介護サービスを利用される、そのよう

に私どもでは考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  ケアマネジャーの方がついてるから大丈

夫という御答弁でしたね。わかりました。

でも、ケアマネジャーにもついてもらって

ない方もいるんじゃないかなと、私は危惧

しております。でも、全部をカバーできる

のは、それは無理だとは思うんですけれど

も、そういうケースもあるかもしれないと

いうのは、ちょっと胸に置いて、例えばケ

アマネジャーでなくて見回り隊とか、何か

そういう感じのも利用できるような町政に

なったらどうかなとは思ってはおります。

例えば介護予防のための活動を、いろいろ

な地域でされているのもありますし、そう

いうのもありますし、またお話し相手とか

も欲しいっておっしゃる、ニーズも割とあ

ると、この間の勉強会でも聞きましたので、

またそういうような、窓口で待ってるだけ

じゃないと私は思ってるんですけれども、

そういうのもくみ取っていただいて、前へ

進めていただいたらどうかなと思うのです。 

  それで、私の誤解だったらそう言ってい

ただいたらいいんですけど、４番目に、町

報「とよの」に掲載の、地域包括支援セン

ターの委託をするというふうに書いてあり

ました。これはぱっと見たら、委託という

とすぐ民営化というような思いが、私には

走るんですけど、そういうことなんでしょ

うか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  この委託でございますので、民営化では

ございません。あくまでも行政が事業主体

であって、その事務事業について、その管

理の責任は市町村が行いますけれども、民

営化ではなく、その業務を委託するもので

ございますので、誤解のないようにお願い

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  市町村がしっかりしながら、そして業務

委託するということですね。民営化でない

というのでほっとしました。ありがとうご

ざいます。 

  じゃあ、どのような影響があるかという

質問書いたんですけど、じゃあそういう影

響はありませんというふうに理解してよろ

しいんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  影響はありません。効率化が図れると考

えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  業務委託であります。町がしっかり管理

しますということを、私は理解したので、

そのようによろしくお願いします。 

  介護サービス、それから介護予防サービ

スにおいて、個別サービスの計画書がある

と思います。それに基づきましてサービス

が実施されることです。そのサービスの実
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施記録がつけられて、そしてその点数で支

給されるということになってると思うんで

すけど、この中でサービスの区分、サービ

ス内容及び所要時間ですね。それと、実際

に行われたサービス内容とサービス時間の

相違がないかというようなチェックですね。

非常に難しいかもしれませんけど、どのよ

うにされているのかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  御質問の件は、ケアプランが誠実に履行

されているのかどうか、そのチェックはど

うしているのかという御質問だと思います

が、介護保険においては、利用者に対する

適切な介護サービスの確保、不適切な給付

の削減を通じて、介護保険制度の信頼感を

高め、介護給付費の増大を抑制して、持続

可能な介護保険制度の構築に資するため、

国・府レベルで介護給付適正化事業の充

実・強化が行われております。また、進め

られております。本年度は都道府県が策定

する第２期介護給付費適正化計画の最終年

度に当たっておりまして、主要な５事業、

認定調査の状況のチェック、ケアプランの

点検、住宅改修等の点検、医療情報との突

合、縦覧点検、介護給付費の通知について、

特に大阪府から指導を受けて取り組んでお

ります。中でもケアプラン点検につきまし

ては、介護支援専門医が作成した居宅介護

サービス計画、介護予防サービス計画の記

載内容を事業者から提出された、または事

業者へ赴き訪問調査等により、市町村職員

の第三者が、その内容等の点検及び指導を

行うことになっており、豊能町においては

平成２５年度１２件の調査を行いました。

今後も大阪府の適切な指導を受け、適切な

給付に努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうですね。それは上がってきた書類に

ついて点検されているんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  先ほども申し上げましたが、事業者から

提出された書類または、及びですが、抜き

打ちの調査として、事業者への訪問、先ほ

ど訪問調査と言いましたけれども、抜き打

ちで訪問調査も行っております。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  例えば通所型だったらそれで、事業者の

ところに行って抜き打ちでしてチェックと

いうのはできると思うんですけど、在宅の

場合ありますよね。老人、お年寄りが１人

いらっしゃって、はい、きょうはお掃除何

分しましたよとか、そういうのはどうやっ

てチェックされてるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それにつきまして、今、私どものほう、

詳細に承知しておりませんので、少し調べ

させてください。失礼いたしました。私は

承知しておりませんので、詳細に調べさせ

てください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 
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  では、この質問は次回また聞かせていた

だくので、そのときにしっかりお答えいた

だきますようによろしくお願いいたします。 

  次、まいります。 

  ふるさと納税及びとよのんＰＲ事業につ

いてです。豊能町の特産品、広報にも載っ

ておりまして、ふるさと寄附に７２４万2,

０００円集まりましたと、これはきのう聞

いておりましたら、何と１１倍もの効果を

上げたということであります。これで、確

かに寄附は７２４万2,０００円ありますが、

これ全部使い道に使うものなんでしょうか

ね。それはちょっと置いといて、プレゼン

トしてるわけですから、このふるさと寄附

の収支みたいなのをつけてらっしゃいまし

て、実は損になってるよとか、そういうこ

とはないとは思うんですけども、例えば新

潟県、済みません、ちょっと今、手元に資

料が、言うのやめます。自治体によりまし

て、お米を売るのが目的だから、別にお金

はいいと。ＰＲになればいいからとおっし

ゃって、その寄附金イコールお米の値段だ

ったりする自治体もあるわけなんですよ。

豊能町は一体その点はどうなさっているの

かなと思ってお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ふるさと寄附の収支でございますけども、

豊能町の場合、１万円以上御寄附いただい

た方には、3,０００円から6,０００円の間

のプレゼントをお送りする。３万円以上御

寄附いただいた方には6,０００円以上の、6,

０００円相当のプレゼントをお送りすると

いうことでございますので、収支としては

黒字ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  よかったです。じゃあ、７２４万2,００

０円丸々黒というわけではないですけど、

やはりちゃんと、ここに書かれてますよう

な、それぞれの、子どもが輝くとか、高齢

者に優しいとか、緑の保全の環境とかとい

うふうに、またあとその他とか、そういう

使い道に使われているということなんです

ね。 

  私、ちょっと調べごとがあってインター

ネット開いてたときに、どこのテレビだっ

たかちょっと忘れちゃって、言えないんで

すけれども、豊能町のＰＲをされているの

を見かけたんです。それはふるさと納税に

よるプレゼント。こんなプレゼントが全国

ありますよという紹介でありまして、例え

ば北海道だったら牛肉だったらあったんで

す。この中に豊能町というのが、日本地図

の中にぼんと書いてくださってまして、す

ごくうれしかったんですけど、それは何か

というと、こんなおもしろいのがあります

って差し出されたのがシイタケの原木であ

ります。豊能町に寄附すると、このシイタ

ケの原木がもらえますと。ここからちゃん

と手入れするとシイタケが出てくるんです

よというようなことを、そのテレビの一画

でされてまして、これはもう、ふるさと寄

附もしていただけるし、また豊能町のＰＲ

にもなるしということで、楽しい企画でう

れしいなと思って見てました。 

  それで、やはり寄附していただく、その

後の使い道というのは、きのうお答えいた

だいてましたように、個人個人さんに通知

しますよというのはよくわかったんですけ

れども、具体的にどのようなものに使われ

ているのか、ちょっと今、披露していただ

けるのがあったら聞きたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  平成２６年度当初予算で申し上げますと、

吉川中学校のグラウンドの整備に３００万

円、それからスクールガードリーダーの持

っていただく旗の購入に１０万円、それか

ら「おでかけくん」を１台買いかえますが、

その更新費用に１９６万5,０００円、それ

から、とよのんのパッケージのオフィシャ

ルカーの買いかえに１５０万円、ラッピン

グカー、申しわけございません。それから、

高山右近没後４００年の記念事業に８０万

円などを、平成２６年度当初予算で計上し

ております。過去には、学校の図書室の本

の購入ですとか、あとは保育所・幼稚園の

遊具の購入、それから能勢電鉄の駅の看板

の製作などにも充当したというところでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  御寄附いただいた暖かいお気持ちを、す

ごく有意義に使ってらっしゃるというふう

に、今、受け取りました。ありがとうござ

います。またこのように、またユニークな

プレゼントも出てきたら、もっと豊能町も

有名になるかなと思います。 

  とよのん、かわいいですよね、やっぱり、

黄色くって、ここにタンポポがぴっとつい

てるのでね。全国的なテレビでも取り上げ

た１週間の、ほんの少しずつでしたけど、

豊能町をとよのんでＰＲしていただいたと

思います。ここに書かせていただいたのは、

たしかとよのんって２体あったと思うんで

すよ。洗いがえ用にありますというふうに

聞いてるんですけど、そこに書かせていた

だきました。いつもとは言いません。中に

入っていただく方の労力もあると思うので、

それはいつもはちょっと無理かもしれませ

んけど、例えばゆるキャラのフェスタとか、

そういうところに双子で主演したらどうか

なと思うんです。黄色くってかわいいので、

２人でぴゅっぴゅって動いたら、すごく楽

しいんじゃないかなと、あのテレビを見て

思ったので、いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  現在のところ、双子のキャラクターとい

うことで変更していく考えは持ってござい

ません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  じゃなくって、タンポポの綿毛で飛んで、

そしてふえるわけなんですよ。なので双子

もありかなって思っただけなんです。いか

がですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  タンポポの綿毛でふえるのはとよのんの

お友達という設定でございまして、とよの

んがふえるという設定ではないので、今の

ところ双子のキャラクターということは考

えてございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  残念ですね。タンポポの綿毛でまたタン

ポポが出て、とよのんがふえるんじゃない

かという発想をしたので聞いてみたんです

けれども。 

  ふなっしー、すごく有名なんですけど、

あれはなぜかというと、自分でしゃべれる

し、前にも言いましたけど、それからすご
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く機敏に動けるんですよ。あれ、布団屋さ

んなんですけど、よくわかんないけど、何

かすごく機敏に動けるのですごいおもしろ

いと思うんですけど、とよのんさんもどう

なんでしょう。せっかく１体６０万円で使

ってしまったので、今後はまたつくり直し

とか買い直しとかということはないかもし

れませんけど、でもどっかいじったら、も

うちょっと歩きやすくなったり、手もこれ

だけじゃなくてもうちょっと伸びたりする

んじゃないかなと、補正、ああいうもうち

ょっと変えて、もうちょっと動きやすいゆ

るキャラだと、ちょっとグランプリでもパ

フォーマンスが可能で優勝できたりするん

じゃないかなとか思っちゃったりするんで

すけど、いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、とよのんにつきましては、先、イ

ラストの選定から始めまして、着ぐるみに

つきましては、そのイラストの形に近づけ

るということを、まず前提につくったもの

でございます。あのイラストが２等身ぐら

いのイラストになっておりますので、余り

そのイラストからかけ離れた着ぐるみにす

るということはできないということで、今

のような形になったと。おっしゃるとおり、

動きにくいというふうに聞いておりますが、

あの形にせざるを得なかったというところ

でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうなんですね。かわいらしいので、ま

たいろいろなところで活躍していただきた

いと思います。 

  申しわけありません。こども園について

お聞きしたかったんですけど、次回、聞か

せていただきます。本当に申しわけありま

せん。ありがとうございました。 

  これで私の一般質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、豊鳴クラブの一般質問を終わり

ます。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、６月１７日、午前９時３０分よ

り会議を開きます。 

  どうも、御苦労さまでした。 

 

散会 午後１時４３分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 ９番 

 

        同  １１番 

 

 

 

 

 

 


